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〔
省

令
〕

〇
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為

替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技

術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
経
済
産
業
三
四
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示

（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
四
九
、
同
五

〇
）

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指

示（日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
七
九
、

同
八
〇
、
同
八
一
）

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示

（
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
四
八
、
同
四

九
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
関
係

特
殊
法
人
等

日
本
弁
護
士
連
合
会
公
示
送
達
・
懲
戒
処

分
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
四
号

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
十
九
条
の
五
、輸
出
貿
易
管
理
令（
昭

和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別
表
の

規
定
に
基
づ
き
、
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治





輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
関
係
）

（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
関
係
）

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。）別
表
第
一
の
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。）別
表
第
一
の
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

十

重
水
素
若
し
く
は
重
水
素
化
合
物
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
装
置
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

十

重
水
素
若
し
く
は
重
水
素
化
合
物
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
装
置
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

重
水
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

ロ

重
水
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

低
温
で
用
い
ら
れ
る
蒸
留
塔
で
あ
っ
て
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

（
二
）

低
温
で
用
い
ら
れ
る
蒸
留
塔
で
あ
っ
て
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の

１

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
又
は
こ
れ
と
同
等
の
材
料
で
あ
っ
て
、
零
下
二
五
八
度
以
上

零
下
二
三
八
度
以
下
の
温
度
範
囲
に
お
い
て
水
素
ぜ
い
性
の
な
い
も
の
を
用
い
た
も
の

１

細
粒
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
で
あ
っ
て
、
水
素
ぜ
い
性
の
な
い
も
の
を
用
い
た
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

３

温
度
が
零
下
二
五
八
度
以
上
零
下
二
三
八
度
以
下
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も

の

３

温
度
が
零
下
二
三
八
度
以
下
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

４

〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
力
範
囲
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

４

〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
力
範
囲
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

（
三
）

真
空
蒸
留
用
の
塔
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
充
塡
物
で
あ
っ
て
、
化
学
的
に

ぬ
れ
性
を
改
善
す
る
処
理
を
行
っ
た
り
ん
青
銅
製
の
も
の
の
う
ち
、
メ
ッ
シ
ュ
状
の
も
の

（
三
）

真
空
蒸
留
用
の
塔
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
充
て
ん
物
で
あ
っ
て
、
化
学
的

に
ぬ
れ
性
を
改
善
す
る
処
理
を
行
っ
た
燐り

ん

青
銅
製
の
も
の
の
う
ち
、
メ
ッ
シ
ュ
状
の
も
の

十
の
二
〜
二
十
一

（
略
）

十
の
二
〜
二
十
一

（
略
）

（
四
）
〜
（
六
）

（
略
）

（
四
）
〜
（
六
）

（
略
）

二
十
二

ガ
ス
遠
心
分
離
機
の
ロ
ー
タ
に
用
い
ら
れ
る
構
造
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

二
十
二

ガ
ス
遠
心
分
離
機
の
ロ
ー
タ
に
用
い
ら
れ
る
構
造
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
若
し
く
は
ガ
ラ
ス
繊
維
、
炭
素
繊
維
若
し
く
は
ガ
ラ
ス
繊
維
を
使
用
し
た

プ
リ
プ
レ
グ
又
は
炭
素
繊
維
若
し
く
は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
使
用
し
た
成
型
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

ロ

炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
若
し
く
は
ガ
ラ
ス
繊
維
、
炭
素
繊
維
若
し
く
は
ガ
ラ
ス
繊
維
を
使
用
し
た

プ
リ
プ
レ
グ
又
は
炭
素
繊
維
若
し
く
は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
使
用
し
た
成
型
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
〜
（
三
）

（
略
）

（
一
）
〜
（
三
）

（
略
）

（
四
）

（
一
）
に
該
当
す
る
繊
維
又
は
（
三
）
に
該
当
す
る
プ
リ
プ
レ
グ
（
炭
素
繊
維
を
使
用
し
た
も

の
に
限
る
。）を
用
い
た
円
筒
形
の
成
型
品
で
あ
っ
て
、
内
径
が
七
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
超
六
五
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
未
満
、
か
つ
、
厚
さ
が
一
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

（
四
）

（
一
）
に
該
当
す
る
繊
維
又
は
（
三
）
に
該
当
す
る
プ
リ
プ
レ
グ
（
炭
素
繊
維
を
使
用
し
た
も

の
に
限
る
。）を
用
い
た
円
筒
形
の
成
型
品
で
あ
っ
て
、
内
径
が
七
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
超
四
〇
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
十
三
〜
五
十
八

（
略
）

二
十
三
〜
五
十
八

（
略
）

五
十
九

水
か
ら
ト
リ
チ
ウ
ム
を
回
収
す
る
た
め
又
は
重
水
を
製
造
（
精
製
を
含
む
。）す
る
た
め
の
白
金
を
用

い
た
疎
水
性
の
触
媒
で
あ
っ
て
、
水
素
と
水
と
の
間
で
行
わ
れ
る
水
素
の
同
位
体
交
換
を
促
進
す
る
た
め
に

設
計
し
た
も
の

五
十
九

重
水
か
ら
ト
リ
チ
ウ
ム
を
回
収
す
る
た
め
又
は
重
水
を
製
造
す
る
た
め
の
白
金
を
用
い
た
触
媒
で

あ
っ
て
、
水
素
と
水
と
の
間
で
行
わ
れ
る
水
素
の
同
位
体
交
換
を
促
進
す
る
た
め
に
設
計
し
た
も
の

六
十
〜
六
十
二

（
略
）

六
十
〜
六
十
二

（
略
）
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第
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一

軍
用
の
化
学
製
剤
の
原
料
と
な
る
物
質
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
物
質

を
含
む
混
合
物
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
物
質
の
含
有
量
が
全
重
量
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

一

軍
用
の
化
学
製
剤
の
原
料
と
な
る
物
質
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
物
質

を
含
む
混
合
物
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
物
質
の
含
有
量
が
全
重
量
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

イ
〜
イ
イ

（
略
）

イ
〜
イ
イ

（
略
）

イ
ロ

ジ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン

（
新
設
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

十
一

空
気
中
の
物
質
を
検
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

十
一

空
気
中
の
物
質
を
検
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

前
項
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
空
気
中
に
お
い
て
検
知
で
き
る
最
小
検
出
限
界
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
連
続
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

イ

前
項
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
空
気
中
に
お
け
る
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ

ム
未
満
で
あ
っ
て
も
検
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
連
続
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計

し
た
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
二
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

毒
素
（
免
疫
毒
素
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
、
ア
ブ
リ
ン
、
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
毒
素
（
ア
ル

フ
ァ
、
ベ
ー
タ
１
、
ベ
ー
タ
２
、
イ
プ
シ
ロ
ン
又
は
イ
オ
タ
の
毒
素
に
限
る
。）、
Ｈ
Ｔ

２
ト
キ
シ
ン
、
黄

色
ブ
ド
ウ
球
菌
毒
素
（
腸
管
毒
素
、
ア
ル
フ
ァ
毒
素
及
び
毒
素
性
シ
ョ
ッ
ク
症
候
群
毒
素
）、
ゴ
ニ
オ
ト
キ

三

毒
素
（
免
疫
毒
素
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
、
ア
ブ
リ
ン
、
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
毒
素
（
ア
ル

フ
ァ
、
ベ
ー
タ
１
、
ベ
ー
タ
２
、
イ
プ
シ
ロ
ン
又
は
イ
オ
タ
の
毒
素
に
限
る
。）、
Ｈ
Ｔ

２
ト
キ
シ
ン
、
黄

色
ブ
ド
ウ
球
菌
毒
素
（
腸
管
毒
素
、
ア
ル
フ
ァ
毒
素
及
び
毒
素
性
シ
ョ
ッ
ク
症
候
群
毒
素
）、
ゴ
ニ
オ
ト
キ

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

シ
ン
、
コ
ノ
ト
キ
シ
ン
、
ジ
ア
セ
ト
キ
シ
ス
シ
ル
ペ
ノ
ー
ル
、
志
賀
毒
素
、
Ｔ

２
ト
キ
シ
ン
、
テ
ト
ロ
ド

ト
キ
シ
ン
、
ネ
オ
サ
キ
シ
ト
キ
シ
ン
、
ノ
ジ
ュ
ラ
リ
ン
、
パ
リ
ト
キ
シ
ン
、
ビ
ス
カ
ミ
ン
、
ブ
レ
ベ
ト
キ
シ

ン
、
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
毒
素
、
ボ
ル
ケ
ン
シ
ン
、
ミ
ク
ロ
シ
ス
チ
ン
又
は
モ
デ
シ
ン

シ
ン
、
コ
ノ
ト
キ
シ
ン
、
ジ
ア
セ
ト
キ
シ
ス
シ
ル
ペ
ノ
ー
ル
、
志
賀
毒
素
、
Ｔ

２
ト
キ
シ
ン
、
テ
ト
ロ
ド

ト
キ
シ
ン
、
ノ
ジ
ュ
ラ
リ
ン
、
パ
リ
ト
キ
シ
ン
、
ビ
ス
カ
ミ
ン
、
ブ
レ
ベ
ト
キ
シ
ン
、
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
毒
素
、

ボ
ル
ケ
ン
シ
ン
、
ミ
ク
ロ
シ
ス
チ
ン
又
は
モ
デ
シ
ン

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

繊
維
又
は
こ
れ
を
使
用
し
た
プ
リ
プ
レ
グ
、
プ
リ
フ
ォ
ー
ム
若
し
く
は
成
型
品
の
製
造
用
の
装
置
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
第
三
条
第
十
一
号
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。）

四

第
二
号
、
第
十
五
号
又
は
第
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
の
製
造
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
第
三
条
第
十
一
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。）

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

第
十
五
号
に
該
当
す
る
繊
維
を
製
造
す
る
た
め
に
特
に
設
計
又
は
改
造
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ニ

繊
維
の
製
造
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
〜
（
四
）

（
略
）

（
一
）
〜
（
四
）

（
略
）

ホ

ホ
ッ
ト
メ
ル
ト
方
式
に
よ
り
プ
リ
プ
レ
グ
を
製
造
す
る
た
め
に
特
に
設
計
又
は
改
造
し
た
装
置

ホ

ホ
ッ
ト
メ
ル
ト
方
式
を
用
い
て
第
十
五
号
ホ
に
該
当
す
る
プ
リ
プ
レ
グ
を
製
造
す
る
装
置

ヘ
・
ト

（
略
）

ヘ
・
ト

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



五
〜
十
五

（
略
）

五
〜
十
五

（
略
）

十
六

粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ほ
う
素
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
に
よ
る
純
度
が

八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混
合
物
、
粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ほ

う
素
合
金
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
が
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混
合
物
、
硝
酸

グ
ア
ニ
ジ
ン
、
ニ
ト
ロ
グ
ア
ニ
ジ
ン
又
は
五
ふ
っ
化
よ
う
素

十
六

粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ほ
う
素
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
に
よ
る
純
度
が

八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混
合
物
、
粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ほ

う
素
合
金
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
が
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混
合
物
、
硝
酸

グ
ア
ニ
ジ
ン
又
は
ニ
ト
ロ
グ
ア
ニ
ジ
ン

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一
〜
十
一

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

十
二

金
属
若
し
く
は
合
金
の
部
品
を
製
造
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
た
積
層
造
形
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の

イ
か
ら
ニ
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
た
め
に
特
に
設
計
さ
れ
た
部
分
品

（
新
設
）

イ

次
の
い
ず
れ
か
の
熱
源
を
有
す
る
も
の

（
一
）

レ
ー
ザ
ー

（
二
）

電
子
ビ
ー
ム

（
三
）

電
気
放
電

ロ

次
の
い
ず
れ
か
の
制
御
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
環
境
を
有
す
る
も
の

（
一
）

不
活
性
ガ
ス

（
二
）

一
〇
〇
パ
ス
カ
ル
以
下
の
真
空

ハ

次
の
い
ず
れ
か
の
同
軸
構
成
又
は
近
軸
構
成
で
あ
る
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
監
視
装
置
を
有
す
る
も
の

（
一
）

電
子
式
の
カ
メ
ラ
で
あ
っ
て
、
三
八
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
一
四
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す
る
も
の

（
二
）

パ
イ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
一
、
〇
〇
〇
度
以
上
の
温
度
を
計
測
す
る
た
め
に
設
計
し
た
も

の
（
三
）

放
射
計
又
は
分
光
機
で
あ
っ
て
、
三
八
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す
る
も
の

ニ

ハ
に
該
当
す
る
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
監
視
装
置
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
応
じ
て
、
造
形
中
に
熱
源
の
パ

ラ
メ
ー
タ
、
製
造
経
路
又
は
機
器
設
定
を
修
正
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
閉
ル
ー
プ
制
御
が
可
能
な
も
の

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一

集
積
回
路
（
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
集
積
回
路
、
マ
ル
チ
チ
ッ
プ
集
積
回
路
、
膜
形

集
積
回
路
（
シ
リ
コ
ン
オ
ン
サ
フ
ァ
イ
ア
集
積
回
路
を
含
む
。）、
光
集
積
回
路
、
三
次
元
集
積
回
路
及
び
モ

ノ
リ
シ
ッ
ク
マ
イ
ク
ロ
波
集
積
回
路
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

集
積
回
路
（
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
集
積
回
路
、
マ
ル
チ
チ
ッ
プ
集
積
回
路
、
膜
形

集
積
回
路
（
シ
リ
コ
ン
オ
ン
サ
フ
ァ
イ
ア
集
積
回
路
を
含
む
。）、
光
集
積
回
路
、
三
次
元
集
積
回
路
及
び
モ

ノ
リ
シ
ッ
ク
マ
イ
ク
ロ
波
集
積
回
路
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
、
化
合
物
半
導
体
を

用
い
た
記
憶
素
子
用
の
も
の
、
ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
、
ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
機
能
を

有
し
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
記
録
し
、
若
し
く
は
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
デ
ジ
タ
ル
ア

ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
、
信
号
処
理
用
の
電
気
光
学
的
集
積
回
路
若
し
く
は
光
集
積
回
路
、
フ
ィ
ー
ル
ド

プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
ロ
ジ
ッ
ク
デ
バ
イ
ス
、
カ
ス
タ
ム
集
積
回
路
（
ハ
か
ら
チ
ま
で
若
し
く
は
ル
か
ら
ヨ
ま

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
輸
出
令
別

表
第
一
の
五
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）、

Ｆ
Ｆ
Ｔ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
式
の
ラ
ム
又
は
不
揮
発
性
メ
モ
リ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
民
生
用
の
自
動
車
又
は
鉄
道
車
両
用
に
設
計
し
た
集
積
回
路
を
除
く
。）

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
、
化
合
物
半
導
体
を

用
い
た
記
憶
素
子
用
の
も
の
、
ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
、
ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
機
能
を

有
し
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
記
録
し
、
若
し
く
は
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
デ
ジ
タ
ル
ア

ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
、
信
号
処
理
用
の
電
気
光
学
的
集
積
回
路
若
し
く
は
光
集
積
回
路
、
フ
ィ
ー
ル
ド

プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
ロ
ジ
ッ
ク
デ
バ
イ
ス
、
カ
ス
タ
ム
集
積
回
路
（
ハ
か
ら
チ
ま
で
若
し
く
は
ル
か
ら
カ
ま

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
輸
出
令
別

表
第
一
の
五
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）、

Ｆ
Ｆ
Ｔ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
式
の
ラ
ム
又
は
不
揮
発
性
メ
モ
リ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
民
生
用
の
自
動
車
又
は
鉄
道
車
両
用
に
設
計
し
た
集
積
回
路
を
除
く
。）

（
一
）
〜
（
三
）

（
略
）

（
一
）
〜
（
三
）

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



ハ
〜
ト

（
略
）

ハ
〜
ト

（
略
）

チ

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
も
の
（
ヨ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

チ

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
も
の

リ
〜
カ

（
略
）

リ
〜
カ

（
略
）

ヨ

揮
発
性
メ
モ
リ
を
含
ま
な
い
他
の
集
積
回
路
と
の
間
の
全
て
の
入
力
及
び
出
力
に
わ
た
る
双
方
向
の
転

送
速
度
の
総
計
が
六
〇
〇
ギ
ガ
バ
イ
ト
毎
秒
以
上
で
あ
る
集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
可
能
な
も
の

（
新
設
）

（
一
）

合
計
処
理
性
能
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
が
六
、
〇
〇
〇
以
上
で
あ
る
機
械
語
命
令
を
実
行
す
る
デ
ジ
タ
ル

プ
ロ
セ
ッ
サ
ユ
ニ
ッ
ト
を
一
つ
以
上
有
す
る
も
の

（
二
）

（
一
）
で
指
定
さ
れ
た
機
械
語
命
令
の
実
行
に
寄
与
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
除
き
、
合
計
処
理
性
能

（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
が
六
、
〇
〇
〇
以
上
で
あ
る
デ
ジ
タ
ル
基
本
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
を
一
つ
以
上
有
す
る
も
の

（
三
）

合
計
処
理
性
能
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
が
六
、
〇
〇
〇
以
上
で
あ
る
ア
ナ
ロ
グ
基
本
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
を
一

つ
以
上
有
す
る
も
の

（
四
）

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ロ
セ
ッ
サ
ユ
ニ
ッ
ト
と
基
本
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
の
組
み

合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
合
計
処
理
性
能
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
の
総
和
が
六
、
〇
〇
〇
以
上
で
あ
る
も
の

を
有
す
る
も
の

二

マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
又
は
ミ
リ
波
用
機
器
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
又
は
ミ
リ
波
用
機
器
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
〜
チ

（
略
）

イ
〜
チ

（
略
）

リ

ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
ミ
ク
サ
又
は
コ
ン
バ
ー
タ
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

リ

ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
ミ
ク
サ
又
は
コ
ン
バ
ー
タ
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
周
波
数
帯
域
を
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
に
拡
張
す
る
よ
う
に

設
計
し
た
も
の

（
一
）

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
周
波
数
帯
域
を
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
に
拡
張
す
る
よ
う
に
設

計
し
た
も
の

（
二
）

信
号
発
生
器
の
動
作
範
囲
を
拡
張
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

（
二
）

信
号
発
生
器
の
動
作
範
囲
を
拡
張
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

１

周
波
数
帯
域
が
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

１

周
波
数
帯
域
が
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

２

周
波
数
帯
域
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力
が
一
〇
〇

ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

２

周
波
数
帯
域
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力
が
一
〇
〇
ミ

リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

（
三
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
動
作
範
囲
を
拡
張
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
三
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
動
作
範
囲
を
拡
張
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）

２

周
波
数
帯
域
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力
が
一
〇
〇

ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

２

周
波
数
帯
域
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力
が
三
一
・
六

二
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
一
五
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

（
削
る
）

３

周
波
数
帯
域
が
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力
が
一
ミ
リ
ワ
ッ

ト
（
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

（
四
）

（
略
）

（
四
）

（
略
）

ヌ
〜
カ

（
略
）

ヌ
〜
カ

（
略
）

ヨ

パ
ラ
メ
ト
リ
ッ
ク
信
号
増
幅
器
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

（
新
規
）

（
一
）

零
下
二
七
二
・
一
五
度
未
満
の
温
度
で
作
動
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

（
二
）

動
作
周
波
数
が
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
作
動
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

（
三
）

動
作
周
波
数
が
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
か
つ
零
下
二
七
二
・
一
五
度
の
温
度

に
お
い
て
、
雑
音
指
数
が
〇
・
〇
一
五
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

三
〜
十
一

（
略
）

三
〜
十
一

（
略
）
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十
二

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

十
二

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
表
示
平
均
ノ
イ

ズ
レ
ベ
ル
が
マ
イ
ナ
ス
一
六
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
毎
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
表
示
平
均
ノ
イ
ズ

レ
ベ
ル
が
マ
イ
ナ
ス
一
五
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
毎
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の

ハ

一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ハ

九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ニ

次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

ニ

次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

実
時
間
帯
域
幅
が
五
二
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

（
一
）

実
時
間
帯
域
幅
が
一
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

（
二
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
二
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

八
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
長
さ
の
信
号
を
、
ギ
ャ
ッ
プ
又
は
窓
効
果
に
よ
る
全
振
幅
か
ら
の
減
衰
が

三
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
検
出
す
る
も
の

１

一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
長
さ
の
信
号
を
、
ギ
ャ
ッ
プ
又
は
窓
効
果
に
よ
る
全
振
幅
か
ら
の
減
衰

が
三
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
検
出
す
る
も
の

２

周
波
数
マ
ス
ク
ト
リ
ガ
ー
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
八
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
長
さ
の
信
号

を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
捉
え
る
も
の

２

周
波
数
マ
ス
ク
ト
リ
ガ
ー
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
長
さ
の
信

号
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
捉
え
る
も
の

十
三

信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を
加

算
し
た
値
、
減
算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓
倍
し
た
値
に
よ
っ
て
出
力
周
波
数
を
規
定
す
る
装
置
を
除

く
。）

十
三

信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を
加

算
し
た
値
、
減
算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓
倍
し
た
値
に
よ
っ
て
出
力
周
波
数
を
規
定
す
る
装
置
を
除

く
。）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
出
力
一
〇
〇
ミ

リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
出
力
一
〇
〇
ミ
リ

ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
〜
（
五
）

（
略
）

（
一
）
〜
（
五
）

（
略
）

（
六
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換
え
の
所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も
の

（
六
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を

超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換
え
の
所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も
の



ヘ
ル
ツ
で
表

20
lo
g
10

－
20
lo
g
10

メ
ガ
ヘ
ル
ツ





20
lo
g
10

 メ
ガ
ヘ
ル
ツ
－
20
lo
g
10

ヘ
ル
ツ
で
表

－
126



－
126

ニ

搬
送
波
に
対
す
る
一
ヘ
ル
ツ
当
た
り
の
単
側
波
帯
位
相
雑
音
の
比
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ニ

搬
送
波
に
対
す
る
一
ヘ
ル
ツ
当
た
り
の
単
側
波
帯
位
相
雑
音
の
比
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
動
作

周
波
数
と
オ
フ
セ
ッ
ト
周
波
数
の
隔
た
り
が
一
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の

周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
未
満
の
も
の

（
一
）

三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
動
作
周

波
数
と
オ
フ
セ
ッ
ト
周
波
数
の
隔
た
り
が
一
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周

波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
未
満
の
も
の

で
表
し
た
動

作
周
波
数

し
た
動
作
周

波
数
と
オ
フ

セ
ッ
ト
周
波

数
の
隔
た
り

で
表
し
た
動

作
周
波
数

し
た
動
作
周

波
数
と
オ
フ

セ
ッ
ト
周
波

数
の
隔
た
り



20
lo
g
10

メ
ガ
ヘ
ル
ツ



20
lo
g
10

 メ
ガ
ヘ
ル
ツ

（
二
）

三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
動
作

周
波
数
と
オ
フ
セ
ッ
ト
周
波
数
の
隔
た
り
が
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
超
一
〇
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ

か
の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
未
満
の
も
の

（
二
）

三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
動
作
周

波
数
と
オ
フ
セ
ッ
ト
周
波
数
の
隔
た
り
が
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
超
一
〇
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か

の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
未
満
の
も
の

で
表
し
た
動

作
周
波
数

で
表
し
た
動

作
周
波
数

－
206

－
206
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ホ

デ
ジ
タ
ル
ベ
ー
ス
バ
ン
ド
信
号
を
ベ
ク
ト
ル
変
調
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
、
ベ
ク
ト
ル
変
調
帯
域

幅
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ホ

デ
ジ
タ
ル
ベ
ー
ス
バ
ン
ド
信
号
を
ベ
ク
ト
ル
変
調
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
、
ベ
ク
ト
ル
変
調
帯
域

幅
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
〜
（
三
）

（
略
）

（
一
）
〜
（
三
）

（
略
）

（
四
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

を
超
え
る
も
の

（
四
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を

超
え
る
も
の

ヘ

最
大
出
力
周
波
数
が
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

ヘ

最
大
出
力
周
波
数
が
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

十
四

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

十
四

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
動
作
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
出

力
が
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

イ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
動
作
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
出
力

が
三
一
・
六
二
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
一
五
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ロ

削
除

ロ

九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
動
作
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
出
力
が

一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ハ

五
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
帯
域
に
お
け
る
非
線
形
ベ
ク
ト
ル
の
計
測
機

能
を
有
す
る
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

ハ

五
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
帯
域
に
お
け
る
非
線
形
ベ
ク
ト
ル
の
計
測
機

能
を
有
す
る
も
の
（
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

十
五
〜
十
六
の
二

（
略
）

十
五
〜
十
六
の
二

（
略
）

十
六
の
三

極
低
温
用
の
冷
却
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

イ

零
下
二
七
三
・
〇
五
度
以
下
の
温
度
に
お
い
て
、
四
八
時
間
超
に
わ
た
っ
て
、
六
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
の
冷
凍
出
力
を
供
給
す
る
定
格
の
も
の

ロ

二
段
式
の
パ
ル
ス
チ
ュ
ー
ブ
冷
凍
機
で
あ
っ
て
、
温
度
を
零
下
二
六
九
・
一
五
度
未
満
に
維
持
す
る
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
零
下
二
六
八
・
九
五
度
以
下
の
温
度
に
お
い
て
、
一
・
五
ワ
ッ
ト
以
上
の
冷
凍
出
力

を
供
給
す
る
定
格
の
も
の

十
七

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
若
し
く
は
半
導
体
物
質
の
製
造
用
の
装
置
（
ホ
及
び
レ
に
お
い
て
「
半
導
体

製
造
装
置
」
と
い
う
。）若
し
く
は
試
験
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の

部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

十
七

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
若
し
く
は
半
導
体
物
質
の
製
造
用
の
装
置
（
ホ
及
び
レ
に
お
い
て
「
半
導
体

製
造
装
置
」
と
い
う
。）若
し
く
は
試
験
装
置
若
し
く
は
集
積
回
路
の
製
造
用
の
マ
ス
ク
若
し
く
は
レ
チ
ク
ル

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
次
号
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。）

イ

結
晶
の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ウ
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。）

イ

結
晶
の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ウ
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。）

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

有
機
金
属
化
学
的
気
相
成
長
反
応
炉
で
あ
っ
て
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ガ
リ
ウ
ム
、イ
ン
ジ
ウ
ム
、

砒ひ

素
、
り
ん
、
ア
ン
チ
モ
ン
、
酸
素
又
は
窒
素
の
い
ず
れ
か
二
以
上
の
元
素
を
有
す
る
化
合
物
半
導
体

を
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
せ
る
も
の

（
二
）

有
機
金
属
化
学
的
気
相
成
長
反
応
炉
で
あ
っ
て
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ガ
リ
ウ
ム
、イ
ン
ジ
ウ
ム
、

砒ひ

素
、
燐り
ん

、
ア
ン
チ
モ
ン
又
は
窒
素
の
い
ず
れ
か
二
以
上
の
元
素
を
有
す
る
化
合
物
半
導
体
を
エ
ピ
タ

キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
せ
る
も
の

（
三
）

（
略
）

（
三
）

（
略
）

ロ
〜
ホ

（
略
）

ロ
〜
ホ

（
略
）

ヘ

リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ヘ

リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
四
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
線
幅
を
実
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
テ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
二
）

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
四
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
線
幅
を
実
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
三
）・（
四
）

（
略
）

（
三
）・（
四
）

（
略
）

ト

削
除

ト

マ
ス
ク
又
は
レ
チ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集
積
回

路
の
製
造
用
の
も
の

チ

削
除

チ

位
相
シ
フ
ト
膜
を
有
す
る
多
層
マ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
光
源
の
波
長
が
二
四
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
リ

ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
に
用
い
る
た
め
に
設
計
し
た
も
の
（
ト
に
該
当
す
る
も
の
及
び
第
一
号
か
ら
第
八
号
の

四
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
記
憶
素
子
を
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。）

リ

削
除

リ

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
テ
ン
プ
レ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
集
積
回
路
の
製
造
用
の
も
の

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



ヌ
〜
ワ

（
略
）

ヌ
〜
ワ

（
略
）

カ

ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

カ

ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

異
方
性
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該

当
す
る
も
の
（
ア
（
一
）
又
は
サ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
二
）

異
方
性
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該

当
す
る
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）

２

切
替
時
間
が
五
〇
〇
ミ
リ
秒
未
満
の
高
速
ガ
ス
切
替
弁
を
一
以
上
有
す
る
も
の

２

切
替
時
間
が
三
〇
〇
ミ
リ
秒
未
満
の
高
速
ガ
ス
切
替
弁
を
一
以
上
有
す
る
も
の

３

静
電
チ
ャ
ッ
ク
（
個
別
に
温
度
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
領
域
を
一
〇
以
上
有
す
る
も
の
に
限

る
。）を
有
す
る
も
の

３

静
電
チ
ャ
ッ
ク
（
個
別
に
温
度
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
領
域
を
二
〇
以
上
有
す
る
も
の
に
限

る
。）を
有
す
る
も
の

ヨ

（
略
）

ヨ

（
略
）

タ

異
方
性
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
誘
電
体
の
材
料
に
対
し
て
、
エ
ッ
チ
ン
グ
の
幅

に
対
す
る
深
さ
の
比
率
が
三
〇
倍
を
超
え
、
か
つ
、
当
該
幅
の
寸
法
が
一
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
形

状
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
カ
（
二
）、
ヨ
、
ア
（
一
）

又
は
サ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

タ

異
方
性
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
誘
電
体
の
材
料
に
対
し
て
、
エ
ッ
チ
ン
グ
の
幅

に
対
す
る
深
さ
の
比
率
が
三
〇
倍
を
超
え
、
か
つ
、
当
該
幅
の
寸
法
が
一
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
形

状
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
カ
又
は
ヨ
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。）

（
一
）

高
周
波
の
パ
ル
ス
出
力
の
電
源
を
一
以
上
有
す
る
も
の

（
一
）

高
周
波
の
パ
ル
ス
出
力
の
電
源
を
一
以
上
有
す
る
も
の

（
二
）

切
替
時
間
が
三
〇
〇
ミ
リ
秒
未
満
の
高
速
ガ
ス
切
替
弁
を
一
以
上
有
す
る
も
の

（
二
）

切
替
時
間
が
三
〇
〇
ミ
リ
秒
未
満
の
高
速
ガ
ス
切
替
弁
を
一
以
上
有
す
る
も
の

レ

半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

レ

半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）・（
二
）

（
略
）

（
一
）・（
二
）

（
略
）

（
三
）

単
一
の
チ
ャ
ン
バ
ー
内
で
の
複
数
の
工
程
に
よ
っ
て
金
属
の
コ
ン
タ
ク
ト
層
を
成
膜
す
る
よ
う

に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の（（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
三
）

単
一
の
チ
ャ
ン
バ
ー
内
で
の
複
数
の
工
程
に
よ
っ
て
金
属
の
コ
ン
タ
ク
ト
層
を
成
膜
す
る
よ
う

に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の（（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

１

（
略
）

１

（
略
）

２

水
素
、
水
素
と
窒
素
の
混
合
物
又
は
ア
ン
モ
ニ
ア
を
用
い
た
プ
ラ
ズ
マ
に
よ
り
表
面
処
理
を
行
う

工
程
を
有
す
る
も
の

２

水
素
（
水
素
と
窒
素
又
は
ア
ン
モ
ニ
ア
と
の
混
合
物
を
含
む
。）を
用
い
た
プ
ラ
ズ
マ
に
よ
る
工
程

を
有
す
る
も
の

（
四
）

半
導
体
製
造
装
置
で
あ
っ
て
、
複
数
の
チ
ャ
ン
バ
ー
又
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
内
で
の
複
数
の
工
程

に
よ
っ
て
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
（
以
下
「
特
定
半
導
体
製
造
装
置
」
と
い
う
。）の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
全
て
の
工
程
に
よ
り
金
属
の
コ
ン
タ
ク
ト
層
を
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の（（
二
）

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
四
）

半
導
体
製
造
装
置
で
あ
っ
て
、
複
数
の
チ
ャ
ン
バ
ー
又
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
内
で
の
複
数
の
工
程

に
よ
っ
て
成
膜
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
複
数
の
工
程
間
に
お
い
て
〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
以
下
の
真

空
状
態
又
は
不
活
性
の
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
（
以
下
「
特
定
半
導

体
製
造
装
置
」
と
い
う
。）の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
工
程
に
よ
り
金
属
の
コ
ン
タ
ク
ト
層
を
成
膜

す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の（（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

１
〜
３

（
略
）

１
〜
３

（
略
）

（
五
）
〜
（
十
）

（
略
）

（
五
）
〜
（
十
）

（
略
）

ソ

特
定
半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
金
属
の
層
を
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全

て
に
該
当
す
る
も
の
（
レ
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

ソ

〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
以
下
の
真
空
状
態
又
は
不
活
性
ガ
ス
の
環
境
に
お
い
て
金
属
の
層
を
成
膜
す
る
よ

う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
レ
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
一
）・（
二
）

（
略
）

（
一
）・（
二
）

（
略
）

ツ

特
定
半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
金
属
の
層
を
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
レ
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

ツ

〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
以
下
の
真
空
状
態
又
は
不
活
性
ガ
ス
の
環
境
に
お
い
て
金
属
の
層
を
成
膜
す
る
よ

う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
レ
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。）

（
一
）・（
二
）

（
略
）

（
一
）・（
二
）

（
略
）

ネ
・
ナ

（
略
）

ネ
・
ナ

（
略
）

ラ

成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
キ
（
三
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

ラ

成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）・（
二
）

（
略
）

（
一
）・（
二
）

（
略
）

ム

（
略
）

ム

（
略
）
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ウ

シ
リ
コ
ン
又
は
シ
リ
コ
ン
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

ウ

シ
リ
コ
ン
（
炭
素
を
添
加
し
た
も
の
を
含
む
。）又
は
シ
リ
コ
ン
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
（
炭
素
を
添
加
し
た
も

の
を
含
む
。）の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

（
削
る
）

（
一
）

複
数
の
チ
ャ
ン
バ
ー
を
有
し
、
か
つ
、
複
数
の
工
程
間
に
お
い
て
〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
以
下
の

真
空
状
態
又
は
水
と
酸
素
の
分
圧
が
〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
未
満
の
不
活
性
な
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
二
）
・
（
三
）

（
略
）

ヰ

厚
さ
が
二
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
超
で
あ
り
、
か
つ
、
密
度
が
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
・
七

グ
ラ
ム
超
の
カ
ー
ボ
ン
ハ
ー
ド
マ
ス
ク
を
プ
ラ
ズ
マ
を
用
い
た
化
学
的
気
相
成
長
法
に
よ
り
成
膜
す
る
よ

う
に
設
計
し
た
装
置

ヰ

厚
さ
が
一
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
で
あ
り
、
か
つ
、
応
力
が
四
五
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
カ
ー
ボ
ン

ハ
ー
ド
マ
ス
ク
を
プ
ラ
ズ
マ
を
用
い
た
化
学
的
気
相
成
長
法
に
よ
り
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置

ノ

（
略
）

ノ

（
略
）

オ

金
属
配
線
間
の

間
（
幅
が
二
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比

率
が
一
倍
以
上
の
も
の
に
限
る
。）に
比
誘
電
率
が
三
・
三
未
満
の
低
誘
電
層
を
空

が
生
じ
な
い
よ
う
に

プ
ラ
ズ
マ
を
用
い
て
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
（
キ
（
三
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

オ

金
属
配
線
間
の

間
（
幅
が
二
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比

率
が
一
倍
以
上
の
も
の
に
限
る
。）に
比
誘
電
率
が
三
・
三
未
満
の
低
誘
電
層
を
空

が
生
じ
な
い
よ
う
に

プ
ラ
ズ
マ
を
用
い
て
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置

ク
〜
フ

（
略
）

ク
〜
フ

（
略
）

コ

プ
ラ
ズ
マ
ド
ー
ピ
ン
グ
用
に
設
計
さ
れ
た
イ
オ
ン
注
入
装
置
の
う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

（
一
）

高
周
波
の
出
力
の
電
源
を
一
以
上
有
す
る
も
の

（
二
）

パ
ル
ス
直
流
電
源
を
一
以
上
有
す
る
も
の

（
三
）

少
な
く
と
も
Ｎ
型
又
は
Ｐ
型
の
い
ず
れ
か
の
不
純
物
の
注
入
が
可
能
な
も
の

エ

深
紫
外
液
浸
フ
ォ
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
に
お
い
て
、
又
は
、
深
紫
外
液
浸
フ
ォ
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装

置
と
と
も
に
、
次
の
い
ず
れ
か
を
実
施
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
装
置

（
新
設
）

（
一
）

次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

１

深
紫
外
液
浸
フ
ォ
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
の
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
光
源
の
波
長
に
〇
・
二
五

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
開
口
数
の
値
で
除
し
て
得
た
数
値
を
四
五
以
下
に
減
少
さ
せ
る
も
の

２

深
紫
外
液
浸
フ
ォ
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
の
重
ね
合
わ
せ
精
度
を
二
・
四
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
に

す
る
も
の

（
二
）

ヘ
（
一
）
２
又
は
ヲ
に
該
当
す
る
露
光
装
置
の
任
意
の
時
間
間
隔
に
お
け
る
一
時
間
当
た
り
の

ウ
エ
ハ
ー
を
処
理
す
る
枚
数
を
平
均
で
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
さ
せ
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た

も
の

テ

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
四
・
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
重
ね
合
わ
せ
精
度
を

有
す
る
も
の

（
新
設
）

ア

エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

（
一
）

異
方
性
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

１

二
以
上
の
独
立
し
た
高
周
波
の
電
源
を
有
す
る
も
の

２

二
以
上
の
独
立
し
た
ガ
ス
の
供
給
源
を
有
す
る
も
の

３

ウ
エ
ハ
ー
の
厚
み
の
不
均
一
性
を
補
正
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
均
一
性
調
整
機
能
を
有
す
る
も
の

４

シ
リ
コ
ン
貫
通
電
極
の
露
出
工
程
の
終
点
検
出
の
機
能
を
有
す
る
も
の

（
二
）

異
方
性
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
誘
電
体
の
材
料
に
対
し
て
、
エ
ッ
チ
ン

グ
の
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比
率
が
高
い
形
状
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
全
て
に

該
当
す
る
も
の
（
カ
（
二
）、
ヨ
、
タ
、
ア
（
一
）
又
は
サ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

１

エ
ッ
チ
ン
グ
の
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比
率
が
三
〇
を
超
え
る
も
の

２

エ
ッ
チ
ン
グ
の
幅
の
上
面
の
寸
法
が
四
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
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（
三
）
シ
リ
コ
ン
貫
通
電
極
を
作
る
た
め
の
エ
ッ
チ
ン
グ
に
用
い
る
た
め
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
カ
、
ヨ
、
タ
、
ア
（
一
）
又
は
ア
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

１

シ
リ
コ
ン
の
エ
ッ
チ
ン
グ
速
度
が
一
分
に
つ
き
七
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

２

ウ
エ
ハ
ー
内
の
エ
ッ
チ
ン
グ
の
深
さ
の
不
均
一
性
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

３

シ
リ
コ
ン
貫
通
電
極
の
ア
ス
ペ
ク
ト
比
が
一
〇
以
上
の
も
の

サ

極
端
紫
外
パ
タ
ー
ン
シ
ェ
イ
ピ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
（
カ
（
一
）、
ヨ
又
は
ア
（
一
）
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。）

（
新
設
）

キ

半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

（
一
）
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
膜
を
物
理
的
気
相
成
長
法
に
よ
り
成
膜
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、イ
オ
ン
フ
ラ
ッ

ク
ス
誘
導
用
の
電
磁
石
を
有
し
、
ア
ス
ペ
ク
ト
比
を
三
以
上
の
形
状
に
対
し
て
成
膜
す
る
た
め
に
特
別

に
設
計
し
た
も
の

（
二
）

モ
リ
ブ
デ
ン
若
し
く
は
ル
テ
ニ
ウ
ム
又
は
モ
リ
ブ
デ
ン
と
ル
テ
ニ
ウ
ム
を
組
み
合
わ
せ
た
膜
を

原
子
層
堆
積
法
に
よ
り
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す

る
も
の
（
ネ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

１

七
五
度
を
超
え
る
温
度
で
動
作
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
金
属
前
駆
体
の
供
給
源
を
有
す

る
も
の

２

四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
圧
力
で
水
素
を
含
む
還
元
剤
を
使
用
す
る
プ
ロ
セ
ス
チ
ャ
ン
バ
ー
を
有

す
る
も
の

（
三
）

プ
ラ
ズ
マ
又
は
ラ
ジ
カ
ル
を
用
い
た
化
学
的
気
相
成
長
法
に
よ
り
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た

装
置
で
あ
っ
て
、
基
板
の
温
度
を
五
〇
〇
度
未
満
に
維
持
し
な
が
ら
、
誘
電
体
膜
を
単
一
の
装
置
上
で

紫
外
線
に
よ
る
硬
化
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
誘
電
体
膜
を
成
膜
で
き
る
も
の

１

六
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
二
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
厚
さ
の
金
属
形
状
で
あ
っ
て
、
二
四
ナ
ノ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
ピ
ッ
チ
を
有
し
、
か
つ
、
一
・
八
以
上
の
ア
ス
ペ
ク
ト
比
を
有
す
る
も
の

２

三
・
〇
未
満
の
比
誘
電
率
を
有
す
る
も
の

（
四
）

炭
素
材
料
を
化
学
的
気
相
成
長
法
に
よ
り
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
密
度

が
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
・
六
グ
ラ
ム
を
超
え
る
材
料
を
用
い
た
も
の
（
ヰ
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。）

（
五
）

二
種
類
以
上
の
金
属
前
駆
体
を
直
接
液
体
注
入
す
る
成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
単
一
の
成
膜
用
の

チ
ャ
ン
バ
ー
内
に
、
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比
率
が
五
〇
倍
を
超
え
る
形
状
に
、
比
誘
電
率
が
三
五
を
超

え
る
等
方
的
誘
電
体
膜
を
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

ユ

三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ウ
エ
ハ
ー
用
に
設
計
し
た
ア
ニ
ー
ル
装
置
で
あ
っ
て
、
ウ
エ
ハ
ー
を
一
、
〇
〇

〇
度
を
超
え
る
温
度
で
、
二
ミ
リ
秒
未
満
の
持
続
時
間
で
加
熱
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

（
新
設
）

メ

超
臨
界
二
酸
化
炭
素
又
は
昇
華
乾
燥
を
用
い
る
よ
う
に
設
計
し
た
枚
葉
式
の
ウ
エ
ハ
ー
洗
浄
装
置

（
新
設
）

ミ

直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ウ
エ
ハ
ー
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
パ
タ
ー
ン

付
き
ウ
エ
ハ
ー
欠
陥
測
定
装
置
又
は
パ
タ
ー
ン
付
き
ウ
エ
ハ
ー
欠
陥
検
査
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に

該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

（
一
）

二
一
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
大
き
さ
の
欠
陥
を
検
出
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

（
二
）

次
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
も
の

１

波
長
が
四
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
光
源

２

分
解
能
が
一
・
六
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
電
子
ビ
ー
ム
源
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３

ビ
ー
ム
冷
陰
極
電
界
放
出
型
の
電
子
ビ
ー
ム
源

４

二
以
上
の
電
子
ビ
ー
ム
源

シ

計
測
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

（
一
）

露
光
前
に
ウ
エ
ハ
ー
形
状
パ
ラ
メ
ー
タ
を
測
定
し
、
開
口
数
一
・
三
超
の
液
浸
レ
ン
ズ
を
有
す

る
深
紫
外
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
又
は
極
端
紫
外
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
の
重
ね
合
わ
せ
誤
差
又
は
フ
ォ
ー

カ
ス
を
改
善
す
る
た
め
に
測
定
値
を
利
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ン
装
置

（
二
）

画
像
ベ
ー
ス
の
重
ね
合
わ
せ
誤
差
又
は
回
折
ベ
ー
ス
の
測
定
技
術
を
用
い
て
、
製
品
ウ
エ
ハ
ー

上
の
レ
ジ
ス
ト
現
像
後
又
は
エ
ッ
チ
ン
グ
後
の
フ
ォ
ー
カ
ス
又
は
重
ね
合
わ
せ
誤
差
を
測
定
す
る
よ
う

に
設
計
し
た
測
定
装
置
で
、
〇
・
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
重
ね
合
わ
せ
誤
差
測
定
精
度
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
て
次
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
も
の

１

ト
ラ
ッ
ク
へ
の
組
み
込
み
用
に
設
計
さ
れ
た
も
の

２

高
速
波
長
切
り
替
え
機
能
を
有
す
る
も
の

十
七
の
二

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
又
は
半
導
体
物
質
の
製
造
用
の
装
置
又
は
試
験
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

十
七
の
二

ペ
リ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
極
端
紫
外
を
用
い
て
集
積
回
路
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
用
に
特
に
設
計

し
た
も
の

イ

半
導
体
素
子
又
は
集
積
回
路
の
画
像
を
取
得
す
る
た
め
に
設
計
し
た
走
査
型
電
子
顕
微
鏡
で
あ
っ
て
、

次
の
（
一
）
か
ら
（
七
）
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
国
際
半
導
体
製
造
装
置
材
料
協
会
が
定
め
た

Ｓ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
規
格
に
準
拠
し
た
ウ
エ
ハ
ー
の
搬
送
・
保
管
容
器
（
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
フ
ロ
ン

ト
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
ユ
ニ
フ
ァ
イ
ド
・
ポ
ッ
ド
（
Ｆ
Ｏ
Ｕ
Ｐ
）
を
含
む
。）用
に
ウ
エ
ハ
ー
搬
入
部
を
設

計
し
た
も
の
を
除
く
。）

（
一
）

ス
テ
ー
ジ
の
位
置
決
め
精
度
が
三
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（
二
）

レ
ー
ザ
ー
干
渉
計
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
位
置
計
測
が
可
能
な
も
の

（
三
）

レ
ー
ザ
ー
干
渉
計
に
よ
る
長
さ
ス
ケ
ー
ル
計
測
に
基
づ
く
視
野
の
位
置
校
正
が
可
能
な
も
の

（
四
）

画
素
数
が
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
を
超
え
る
画
像
の
収
集
及
び
保
存
が
可
能
な
も
の

（
五
）

画
像
を
取
得
す
る
際
の
視
野
の
重
な
り
が
垂
直
方
向
及
び
水
平
方
向
で
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の

も
の

（
六
）

画
像
を
結
合
す
る
際
の
視
野
の
重
な
り
が
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（
七
）

加
速
電
圧
が
二
一
キ
ロ
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の

ロ

極
低
温
ウ
エ
ハ
ー
プ
ロ
ー
バ
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

零
下
二
六
八
・
六
五
度
以
下
の
温
度
で
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

（
二
）

直
径
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ウ
エ
ハ
ー
に
対
応
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

十
七
の
三

集
積
回
路
の
製
造
用
の
マ
ス
ク
若
し
く
は
レ
チ
ク
ル
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

イ

マ
ス
ク
又
は
レ
チ
ク
ル
（
ニ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集
積
回
路
の
製
造
用
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
ホ
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

ロ

位
相
シ
フ
ト
膜
を
有
す
る
多
層
マ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
光
源
の
波
長
が
二
四
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
リ

ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
に
用
い
る
た
め
に
設
計
し
た
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
及
び
第
一
号
か
ら
第
八
号
の

四
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
記
憶
素
子
を
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。）又
は
そ
の

部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
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ハ

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
テ
ン
プ
レ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
集
積
回
路
の
製
造
用
の
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

ニ

極
端
紫
外
を
用
い
て
集
積
回
路
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
用
に
特
に
設
計
し
た
マ
ス
ク
又
は
レ
チ
ク
ル

で
あ
っ
て
、
次
号
に
該
当
す
る
マ
ス
ク
ブ
ラ
ン
ク
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属

品
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

ホ

ペ
リ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
極
端
紫
外
を
用
い
て
集
積
回
路
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
用
に
特
に
設
計
し
た

も
の

十
七
の
四

（
略
）

十
七
の
三

（
略
）

（
削
る
）

十
七
の
四

半
導
体
素
子
又
は
集
積
回
路
の
画
像
を
取
得
す
る
た
め
に
設
計
し
た
走
査
型
電
子
顕
微
鏡
で
あ
っ

て
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
国
際
半
導
体
製
造
装
置
材
料
協
会
が
定
め
た
Ｓ
Ｅ
Ｍ

Ｉ
規
格
に
準
拠
し
た
ウ
エ
ハ
ー
の
搬
送
・
保
管
容
器
（
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
フ
ロ
ン
ト
・
オ
ー
プ

ニ
ン
グ
・
ユ
ニ
フ
ァ
イ
ド
・
ポ
ッ
ド
（
Ｆ
Ｏ
Ｕ
Ｐ
）
を
含
む
。）用
に
ウ
エ
ハ
ー
搬
入
部
を
設
計
し
た
も
の
を

除
く
。）

イ

ス
テ
ー
ジ
の
位
置
決
め
精
度
が
三
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

レ
ー
ザ
ー
干
渉
計
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
位
置
計
測
が
可
能
な
も
の

ハ

レ
ー
ザ
ー
干
渉
計
に
よ
る
長
さ
ス
ケ
ー
ル
計
測
に
基
づ
く
視
野
の
位
置
校
正
が
可
能
な
も
の

ニ

画
素
数
が
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
を
超
え
る
画
像
の
収
集
及
び
保
存
が
可
能
な
も
の

ホ

画
像
を
取
得
す
る
際
の
視
野
の
重
な
り
が
垂
直
方
向
及
び
水
平
方
向
で
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

ヘ

画
像
を
結
合
す
る
際
の
視
野
の
重
な
り
が
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ト

加
速
電
圧
が
二
一
キ
ロ
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の

十
八

基
板
で
あ
っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
質
の
多
層
膜
の
結
晶
を
有
し
、
か

つ
、
当
該
結
晶
が
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
ヘ
テ
ロ
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
材
料
と
な

る
も
の
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
又
は
ニ
に
該
当
す
る
化
合
物
（
窒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ

ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
イ
ン
ジ

ウ
ム
、
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
イ
ン
ジ
ウ
ム
又
は
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ

リ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
限
る
。）の
Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
を
一
層
以
上
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該

Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
が
Ｎ
型
層
に
挟
ま
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。）

十
八

基
板
で
あ
っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
質
の
多
層
膜
の
結
晶
を
有
し
、
か

つ
、
当
該
結
晶
が
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
ヘ
テ
ロ
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
材
料
と
な

る
も
の
（
ニ
に
該
当
す
る
化
合
物
（
窒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
ガ

リ
ウ
ム
、
砒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
、
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム

ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
イ
ン
ジ
ウ
ム
又
は
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
限

る
。）の
Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
を
一
層
以
上
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
が

Ｎ
型
層
に
挟
ま
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。）

イ
〜
ヘ

（
略
）

イ
〜
ヘ

（
略
）

十
八
の
二

基
板
で
あ
っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
質
の
一
層
以
上
か
ら
な
る
膜

の
結
晶
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
結
晶
が
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ

ル
材
料
と
な
る
も
の

（
新
設
）

イ

シ
リ
コ
ン
で
あ
っ
て
、
シ
リ
コ
ン
二
八
又
は
シ
リ
コ
ン
三
〇
以
外
の
シ
リ
コ
ン
の
同
位
体
か
ら
な
る
不

純
物
の
割
合
が
〇
・
〇
八
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

ロ

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
〇
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
二
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
四
又
は

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
六
以
外
の
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
同
位
体
か
ら
な
る
不
純
物
の
割
合
が
〇
・
〇
八
パ
ー
セ
ン

ト
未
満
の
も
の

十
九
〜
二
十
四

（
略
）

十
九
〜
二
十
四

（
略
）
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二
十
五

シ
リ
コ
ン
又
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
ふ
っ
化
物
、
水
素
化
物
又
は
塩
化
物
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

を
含
む
も
の

（
新
設
）

イ

シ
リ
コ
ン
で
あ
っ
て
、
シ
リ
コ
ン
二
八
又
は
シ
リ
コ
ン
三
〇
以
外
の
シ
リ
コ
ン
の
同
位
体
か
ら
な
る
不

純
物
の
割
合
が
〇
・
〇
八
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

ロ

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
〇
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
二
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
四
又
は

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
六
以
外
の
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
同
位
体
か
ら
な
る
不
純
物
の
割
合
が
〇
・
〇
八
パ
ー
セ
ン

ト
未
満
の
も
の

二
十
六

シ
リ
コ
ン
、
シ
リ
コ
ン
酸
化
物
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
酸
化
物
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
を
含
む
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
基
板
若
し
く
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
、
ブ
ー
ル
又
は
そ
の
他
の
プ
リ
フ
ォ
ー
ム

（
新
設
）

イ

シ
リ
コ
ン
で
あ
っ
て
、
シ
リ
コ
ン
二
八
又
は
シ
リ
コ
ン
三
〇
以
外
の
シ
リ
コ
ン
の
同
位
体
か
ら
な
る
不

純
物
の
割
合
が
〇
・
〇
八
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

ロ

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
〇
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
二
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
四
又
は

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
六
以
外
の
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
同
位
体
か
ら
な
る
不
純
物
の
割
合
が
〇
・
〇
八
パ
ー
セ
ン

ト
未
満
の
も
の

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

電
子
計
算
機
又
は
そ
の
電
子
組
立
品
若
し
く
は
部
分
品
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
号
ヨ
に
該
当
す
る
集
積
回

路
を
一
つ
以
上
有
す
る
も
の

（
新
設
）

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一
〜
八
の
二

（
略
）

一
〜
八
の
二

（
略
）

九

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
（
第
三
条
第
十
九
号
ハ
（
二
）
２
、
本
号
ヘ
、
第
十
一
号
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。）

九

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
（
第
三
条
第
十
九
号
ハ
（
二
）
２
、
本
号
ヘ
、
第
十
一
号
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。）

イ

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
対
称

の
長
さ
が
五
六
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
又
は
非

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
安
全
性
が
次
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
困
難
性
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
デ
ー

タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
の
う
ち
、
次
の

（
七
）
か
ら
（
十
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の（（
十
一
）
か
ら
（
十
八
）
ま
で
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。）

イ

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
対
称

の
長
さ
が
五
六
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
又
は
非

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
安
全
性
が
次
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
困
難
性
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
デ
ー

タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
（
当
該
暗
号
機

能
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
当
該
暗
号
機
能
が
有
効
化
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。）又
は
安
全

な
仕
組
み
の
暗
号
機
能
有
効
化
の
手
段
以
外
の
手
段
で
暗
号
機
能
を
有
効
化
で
き
る
も
の
に
限
る
。）の
う

ち
、
次
の
（
七
）
か
ら
（
十
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の（（
十
一
）
か
ら
（
二
十
）
ま
で
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
一
）
〜
（
十
）

（
略
）

（
一
）
〜
（
十
）

（
略
）

（
十
一
）

暗
号
機
能
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
若
し
く
は
そ
の
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
十
一
）

暗
号
機
能
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
若
し
く
は
そ
の
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１

ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

デ
ー
タ
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
、本
号
イ
に
該
当
し
な
い
装
置
又
は
シ
ス
テ
ム（
本

号
ヘ
の
み
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）に
限
定
し
て
使
用
さ
れ
る
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
他
の
用
途
の
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
き
換
え
が
で
き
な
い
も
の

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
用
途
の
た

め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
き
換
え
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

（
削
る
）

イ

（
七
）
か
ら
（
十
）
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

（
削
る
）

ロ

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
対
称

の
長
さ
が
五
六
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も

の
又
は
非
対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の

暗
号
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
以
外
の
も
の

（
削
る
）

ハ

（
十
二
）
か
ら
（
十
六
）
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
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二

個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年

月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易

に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る

も
の
（
認
証
及
び
金
銭
債
権
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。）を
含
む
。）を

い
う
。（
十
一
）
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
団
体
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
情
報
で
あ
っ
て
、
認

証
及
び
金
銭
債
権
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。（
十
一
）
に
お
い
て
同

じ
。）に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

二

個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年

月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易

に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る

も
の
（
認
証
及
び
金
銭
債
権
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。）を
含
む
。）を

い
う
。（
十
一
）
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
団
体
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
情
報
で
あ
っ
て
、
認

証
及
び
金
銭
債
権
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。（
十
一
）
に
お
い
て
同

じ
。）に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
を
使
用
す
る
者
が
当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
の
有
す
る
デ
ー
タ
の
機
密

性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ハ

当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
を
使
用
す
る
者
が
当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
の
有
す
る
暗
号
機
能
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

２

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
（
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
読
み
取
り
、
又
は
記
録
す
る
も
の
を
含
む
。）

２

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
で
あ
っ
て
、
専
ら
１
に
該
当
す
る
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
個
人
情
報
若

し
く
は
団
体
情
報
に
係
る
情
報
を
読
み
取
り
、
又
は
当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
に
個
人
情
報
若
し
く
は

団
体
情
報
に
係
る
情
報
を
記
録
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
（
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
読
み
取
り
、
又
は
記
録
す
る
も
の
を
含
む
。）

（
削
る
）

（
十
二
）

暗
号
装
置
で
あ
っ
て
、
銀
行
業
務
若
し
く
は
決
済
（
料
金
の
徴
収
及
び
精
算
又
は
割
賦
販
売

法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に

係
る
業
務
を
含
む
。）に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

（
十
二
）

民
生
用
に
設
計
し
た
携
帯
用
電
話
機
端
末
（
携
帯
回
線
網
用
の
電
話
そ
の
他
の
無
線
回
線
網

用
の
電
話
を
い
う
。（
十
四
）
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
移
動
用
電
話
機
端
末
（
専
ら
自
動
車
そ
の
他

の
移
動
体
に
お
い
て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
い
う
。（
十
四
）に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
っ
て
、

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
（
衛
星
電
話
を
除
く
。）又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
十
三
）

民
生
用
の
携
帯
用
電
話
機
端
末
（
携
帯
回
線
網
用
の
電
話
そ
の
他
の
無
線
回
線
網
用
の
電
話

を
い
う
。（
十
五
）
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
移
動
用
電
話
機
端
末
（
専
ら
自
動
車
そ
の
他
の
移
動
体

に
お
い
て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
い
う
。（
十
五
）
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
っ
て
、
次
の
１

及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
十
三
）

（
略
）

（
十
四
）

（
略
）

（
十
四
）

民
生
用
に
設
計
し
た
携
帯
用
電
話
機
端
末
若
し
く
は
移
動
用
電
話
機
端
末
又
は
同
等
の
無
線

機
端
末
で
あ
っ
て
、
特
定
の
民
生
産
業
用
途
に
用
い
る
た
め
に
設
計
を
変
更
し
た
も
の
の
う
ち
、
次
の

１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
十
五
）

民
生
用
の
携
帯
用
電
話
機
端
末
若
し
く
は
移
動
用
電
話
機
端
末
又
は
同
等
の
無
線
機
端
末
で

あ
っ
て
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標
準（
無
断
の
複
製
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、

公
開
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。）の
み
を
用
い
た
も
の
の
う
ち
、
暗
号
機
能
が
使
用
者
に
よ
っ
て
変

更
で
き
ず
、
使
用
に
際
し
て
供
給
者
又
は
販
売
店
の
技
術
支
援
が
不
要
で
あ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

で
、
か
つ
、
特
定
の
民
生
産
業
用
途
に
用
い
る
た
め
に
設
計
を
変
更
し
た
も
の
（
暗
号
機
能
を
変
更
し

て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１

設
計
を
変
更
す
る
前
の
端
末
が
、
本
号
ヘ
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

２

設
計
を
変
更
す
る
前
の
端
末
の
デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
、
設
計
の
変
更
に

よ
る
影
響
を
受
け
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も

の

（
新
設
）

（
削
る
）

（
十
六
）

無
線
パ
ー
ソ
ナ
ル
エ
リ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
用
い
ら
れ
る
装
置
で
あ
っ
て
、
公
開
さ
れ
た
若

し
く
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
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（
十
五
）

民
生
用
に
設
計
し
た
移
動
体
通
信
用
の
無
線
ア
ク
セ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
暗

号
機
能
が
使
用
者
に
よ
っ
て
変
更
で
き
ず
、
使
用
に
際
し
て
供
給
者
又
は
販
売
店
の
技
術
支
援
が
不
要

で
あ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
の
う
ち
、
無
線
周
波
数
の
出
力
が
〇
・
一
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー

エ
ム
）
以
下
で
、
か
つ
、
同
時
に
接
続
で
き
る
デ
バ
イ
ス
が
三
二
以
下
の
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

（
十
七
）

民
生
用
に
設
計
し
た
移
動
体
通
信
用
の
無
線
ア
ク
セ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
暗

号
機
能
が
使
用
者
に
よ
っ
て
変
更
で
き
ず
、
使
用
に
際
し
て
供
給
者
又
は
販
売
店
の
技
術
支
援
が
不
要

で
あ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
の
う
ち
、
無
線
周
波
数
の
出
力
が
〇
・
一
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー

エ
ム
）
以
下
で
、
か
つ
、
同
時
に
接
続
で
き
る
デ
バ
イ
ス
が
十
六
以
下
の
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

（
十
六
）

ル
ー
タ
ー
、
ス
イ
ッ
チ
、
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
若
し
く
は
リ
レ
ー
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の
機
密
性

確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
装
置
の
操
作
、管
理
若
し
く
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
、
公
開
さ
れ
た
若
し
く
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
十
八
）

ル
ー
タ
ー
、
ス
イ
ッ
チ
、
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
若
し
く
は
リ
レ
ー
で
あ
っ
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が
装
置
の
操
作
、管
理
若
し
く
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
、
公
開
さ
れ
た
若
し
く
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
十
七
）

汎
用
目
的
の
計
算
機
能
を
有
す
る
装
置
若
し
く
は
サ
ー
バ
ー
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の
機
密
性

確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
十
九
）

汎
用
目
的
の
計
算
機
能
を
有
す
る
装
置
若
し
く
は
サ
ー
バ
ー
で
あ
っ
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が
次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
十
八
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
民
生
産
業
用
途
の
た
め
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
１

及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
二
十
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
民
生
産
業
用
途
の
た
め
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
１

及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
可
能
な
端
末
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
可
能
な
端
末
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
、
任
意
で
な
い
デ
ー
タ
の
秘
匿
又
は
操
作
、

管
理
若
し
く
は
保
守
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の

イ

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が
、
任
意
で
な
い
デ
ー
タ
の
秘
匿
又
は
操
作
、

管
理
若
し
く
は
保
守
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

二

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
、
一
に
該
当
す
る
端
末
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

接
続
す
る
民
生
産
業
用
途
の
支
援
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、
又
は
当
該
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置

若
し
く
は
本
号
イ
（
十
八
）
に
該
当
す
る
他
の
貨
物
の
操
作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に
限
定
さ

れ
て
い
る
も
の

ロ

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が
、
一
に
該
当
す
る
端
末
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

接
続
す
る
民
生
産
業
用
途
の
支
援
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、
又
は
当
該
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置

若
し
く
は
本
号
イ
（
二
十
）
に
該
当
す
る
他
の
貨
物
の
操
作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に
限
定
さ

れ
て
い
る
も
の

２

デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を

用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
貨
物
の
有
す
る
暗
号
機
能
が
当
該
貨
物
を
使
用
す
る
者
に
よ
っ
て
変

更
で
き
な
い
も
の

２

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を

用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
貨
物
の
有
す
る
暗
号
機
能
が
当
該
貨
物
を
使
用
す
る
者
に
よ
っ
て
変

更
で
き
な
い
も
の

ロ
〜
ヘ

（
略
）

ロ
〜
ヘ

（
略
）

十
〜
十
二

（
略
）

十
〜
十
二

（
略
）

第
十
一
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

十

船
舶
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

十

船
舶
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

複
合
材
料
を
用
い
た
軸
を
組
み
込
ん
だ
伝
動
装
置
で
あ
っ
て
、
十
メ
ガ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
出
力
を
伝
達

す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

ニ

複
合
材
料
を
用
い
た
伝
動
軸
装
置
で
あ
っ
て
、
二
メ
ガ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
出
力
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の

十
一
〜
十
四

（
略
）

十
一
〜
十
四

（
略
）

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）
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六

液
体
ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

六

液
体
ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

極
低
温
用
の
冷
却
装
置
、
デ
ュ
ワ
ー
瓶
、
ヒ
ー
ト
パ
イ
プ
そ
の
他
の
極
低
温
用
装
置
で
あ
っ
て
、
極
低

温
状
態
に
あ
る
液
体
の
損
失
が
一
年
間
に
つ
き
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
な
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

イ

極
低
温
用
の
冷
却
装
置
、
デ
ュ
ワ
ー
瓶
、
ヒ
ー
ト
パ
イ
プ
そ
の
他
の
極
低
温
用
装
置
で
あ
っ
て
、
宇
宙

空
間
用
の
飛
し
ょ
う
体
又
は
そ
の
打
上
げ
用
の
飛
し
ょ
う
体
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
か
つ
、
極
低

温
状
態
に
あ
る
液
体
の
損
失
が
一
年
間
に
つ
き
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

ロ

零
下
一
七
三
・
一
五
度
以
下
の
温
度
を
維
持
又
は
生
成
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
極
低
温
用
容
器
又
は

閉
サ
イ
ク
ル
冷
却
装
置

ロ

極
低
温
用
容
器
又
は
閉
サ
イ
ク
ル
冷
却
装
置
で
あ
っ
て
、
零
下
一
七
三
度
以
下
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
の
う
ち
、
宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ
う
体
、
打
上
げ
用
の
飛
し
ょ
う
体
又
は
マ
ッ
ハ
数
が
三
を
超
え
る

速
度
で
の
巡
航
が
可
能
な
航
空
機
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

ハ
〜
チ

（
略
）

ハ
〜
チ

（
略
）

七
〜
二
十

（
略
）

七
〜
二
十

（
略
）

第
十
七
条

外
為
令
別
表
の
五
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

第
十
七
条

外
為
令
別
表
の
五
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

外
為
令
別
表
の
五
の
項
（
八
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
第
十
四
条
第
二
号
に
該
当
す
る
電
波

若
し
く
は
赤
外
線
の
吸
収
材
又
は
導
電
性
高
分
子
の
使
用
（
据
付
、
保
守
又
は
修
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に

係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。）と
す
る
。

７

外
為
令
別
表
の
五
の
項
（
八
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
第
十
四
条
第
二
号
に
該
当
す
る
電
波

の
吸
収
材
又
は
導
電
性
高
分
子
の
使
用
（
据
付
、
保
守
又
は
修
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
技
術
（
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
除
く
。）と
す
る
。

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

外
為
令
別
表
の
六
の
項
（
六
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
コ
ー

テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。）と
す
る
。

（
新
設
）

一

第
四
条
第
十
二
号
に
該
当
す
る
セ
ラ
ミ
ッ
ク
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
複
合
材
料
の
腐
食
を
防
ぐ
た
め
に
設
計
し
た

も
の

二

一
、
一
〇
〇
度
を
超
え
る
温
度
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の
（
前
二
号
又
は
同
条
第
一
号
、
第
十
六
号
の
三
若
し
く
は
第
十
八
号
か
ら
第
二

十
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ

グ
ラ
ム

五

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の
（
前
二
号
又
は
同
条
第
一
号
若
し
く
は
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

２

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
第
六
条
第
十
七
号
イ
、
ロ
、
ホ
、
ヘ

又
は
ヌ
か
ら
シ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

２

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
第
六
条
第
十
七
号
イ
、
ロ
、
ホ
、
ヘ

又
は
ヌ
か
ら
フ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

複
数
の
チ
ッ
プ
を
マ
ル
チ
チ
ッ
プ
集
積
回
路
に
統
合
す
る
た
め
に
設
計
し
た
電
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
支
援
設

計
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

（
一
）

フ
ロ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
有
す
る
も
の

（
二
）

チ
ッ
プ
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
協
調
設
計
又
は
協
調
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
有
す
る
も
の

十

マ
ル
チ
パ
タ
ー
ニ
ン
グ
を
使
用
し
た
集
積
回
路
を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
、
又
は
改
造

し
た
電
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
支
援
設
計
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
新
設
）

十
一

深
紫
外
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
の
マ
ス
ク
又
は
レ
チ
ク
ル
上
の
パ
タ
ー
ン
を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に

設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
計
算
機
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
新
設
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



第
二
十
条

外
為
令
別
表
の
八
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脆
弱
性
の
開
示
又
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
対
応
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。）

を
除
く
。）と
す
る
。

第
二
十
条

外
為
令
別
表
の
八
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脆
弱
性
の
開
示
又
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
対
応
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。）

を
除
く
。）と
す
る
。

一

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用

に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。）

一

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
に
必
要
な
技

術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。）

二

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
し
、
若
し
く
は
製

造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技

術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。）

二

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め

に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
除
く
。）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

官

庁

報

告

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

官

庁

事

項

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
遊
漁
者
の
く
ろ
ま

ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
四
日

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

北
門

利
英

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
係
る
委
員
会
指
示

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

「
遊
漁
者
」

水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

を
い
う
。

ア

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合

イ

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合

ウ

試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合

「
太
平
洋
」

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
漁
業
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
太
平
洋
を
い
う
。

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）」
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
い
う
。

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）」
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
い
う
。

「
遊
漁
船
」

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
遊
漁
船
を
い
う
。

２

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
一
人
毎
月
一
尾
を
超
え
て
保
持
し
て
は

な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
保
持
し
た
者
が
別
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）（
以
下
「
別
個
体
」
と
い

う
。）を
採
捕
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
別
個
体
を
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）会
長
は
、
太
平
洋
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
く

ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
、
漁
獲
可
能
量
制
度
に
基
づ
く
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
資
源
管
理
の
枠
組
み
又
は
遊
漁

者
に
よ
る
資
源
管
理
の
取
組
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
太
平
洋
に
お
い

て
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
旨
、
公
示
す
る
。

遊
漁
者
は
、

の
公
示
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
中
は
、
太
平
洋
に
お

い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場

合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

報
告遊

漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
た
場
合
に
は
、採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ（
大

型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
一
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ア

採
捕
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

イ

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
数
及
び
重
量
（
計
量
方
法
を
含
む
。）

ウ

尾
さ
長
（
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。）

エ

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
及
び
陸
揚
げ
し
た
場
所

オ

採
捕
し
た
海
域

カ

遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号

キ

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号

の
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
及
び

採
捕
し
た
者
の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
併
せ

て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

６

そ
の
他

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。





令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
き
ん
め
だ
い
底
刺

し
網
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
四
日

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

北
門

利
英

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
き
ん
め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
の
承
認
に
係
る
委
員
会
指
示

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

「
規
制
海
域
」

北
緯
三
十
五
度
の
緯
線
が
本
州
東
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
接
す
る
点
か
ら
正
東
の
線
以

南
、
次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
か
ら
成
る
線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域
の
う
ち
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海

及
び
内
水
（
内
水
面
を
除
く
。）

ア

和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら
徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に
至
る
直
線

イ

東
経
百
三
十
三
度
の
経
線
が
四
国
南
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
接
す
る
点
か
ら
正
南
の
線

「
き
ん
め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
」

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
漁
業
で
あ
っ
て
、
動
力
漁

船
に
よ
り
底
刺
し
網
を
使
用
し
て
き
ん
め
だ
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

イ

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る

共
同
漁
業

ロ

法
第
六
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
入
漁
権
に
基
づ
き
営
む
共
同
漁
業

ハ

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
規
則
に
定
め
る
知
事
許
可
漁
業

２

操
業
の
承
認

規
制
海
域
に
お
い
て
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
、
き
ん
め
だ
い
底
刺
し
網

漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。）の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

承
認
証
の
交
付
及
び
備
付
け
義
務

委
員
会
は
、
２
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
承
認
証
を
交
付
す
る
。

前
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
漁
業
を
営
む
期
間
中
、
当
該
承
認
証
を
当
該

承
認
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

承
認
番
号
の
表
示

２
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
船
舶
の
船
橋
の
両
側
の
見
や
す
い
場
所
に
別
記
様
式
第
二
号
に
よ

り
当
該
船
舶
に
係
る
承
認
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
承
認
に
係
る
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

５

漁
獲
成
績
報
告
書

２
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
漁
業
の
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

７

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
三
月
四
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。





令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
遊
漁
者
の
く
ろ
ま

ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

田
中

栄
次

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
係
る
委
員
会
指
示

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

「
遊
漁
者
」

水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

を
い
う
。

ア

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合

イ

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合

ウ

試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合

「
日
本
海
・
九
州
西
海
域
」

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及

び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
日
本
海
・
九
州
西
海
域
を
い
う
。

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）」
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
い
う
。

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）」
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
い
う
。

「
遊
漁
船
」

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
遊
漁
船
を
い
う
。

２

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

遊
漁
者
は
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ

ろ
（
小
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

遊
漁
者
は
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
お
い
て
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
一
人
毎
月
一
尾
を
超
え

て
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
保
持
し
た
者
が
別
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ（
大
型
魚
）（
以
下「
別

個
体
」
と
い
う
。）を
採
捕
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
別
個
体
を
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）会
長
は
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に

お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
、
漁
獲
可
能
量
制
度
に
基
づ
く
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
資
源

管
理
の
枠
組
み
又
は
遊
漁
者
に
よ
る
資
源
管
理
の
取
組
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間

を
定
め
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
お
い
て
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
旨
、

公
示
す
る
。

遊
漁
者
は
、

の
公
示
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
中
は
、
日
本
海
・
九

州
西
海
域
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
意
図
せ

ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

報
告遊

漁
者
は
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
採
捕
し
た

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
一
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
委
員
会
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア

採
捕
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

イ

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
数
及
び
重
量
（
計
量
方
法
を
含
む
。）

ウ

尾
さ
長
（
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。）

エ

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
及
び
陸
揚
げ
し
た
場
所

オ

採
捕
し
た
海
域

カ

遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号

キ

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号





３

承
認
隻
数
の
上
限

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
県
ご
と
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
承
認
隻
数
の
上
限
を
定
め
る
。

県

名

承
認
隻
数
上
限

山

口

県

五
十
八

隻

福

岡

県

八
十
六

隻

佐

賀

県

二
十
二

隻

長

崎

県

九
十
五

隻

熊

本

県

一

隻

広

島

県

九

隻

８

操
業
期
間
の
制
限

規
制
海
域
に
お
い
て
と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て

は
、
中
欄
に
掲
げ
る
漁
法
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
は
、
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

区

域

漁

法

期

間

Ａ
海
域

浮

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
十
二
月
九
日
ま
で
及

び
令
和
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま

で

北
緯
三
十
四
度
四
十
分
四
十
．
三
秒
、
東
経

百
三
十
一
度
四
十
一
分
三
十
五
秒
の
点
か
ら
北

西
の
線
以
東
の
海
域

底

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

及
び
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で

Ｂ
海
域

浮

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

及
び
令
和
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
三
十
日

ま
で

次
に
掲
げ
る
線
以
東
の
規
制
海
域
。た
だ
し
、

Ａ
海
域
を
除
く
。

底

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

及
び
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で

一

東
経
百
二
十
九
度
四
十
分
の
線
と
長
崎

県
壱
岐
市
湯
本
湾
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線

と
の
交
点
（
次
号
に
お
い
て
「
Ａ
点
」
と

い
う
。）か
ら
正
北
の
線

二

Ａ
点
か
ら
長
崎
県
壱
岐
市
筒
城
崎
に
至

る
直
線
及
び
長
崎
県
壱
岐
市
筒
城
崎
か
ら

佐
賀
県
唐
津
市
神
集
島
北
端
を
経
て
佐
賀

県
唐
津
市
浜
崎
に
至
る
直
線
を
結
ん
だ
線

Ｃ
海
域

規
制
海
域
の
う
ち
、
Ａ
海
域
、
Ｂ
海
域
、
Ｄ

海
域
、
Ｅ
海
域
を
除
く
海
域
。

浮

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
及

び
令
和
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま

で

底

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
及

び
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で

Ｄ
海
域

次
に
掲
げ
る
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
。

浮

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で

及
び
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で

底

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で

及
び
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で

二

北
緯
三
十
三
度
三
十
分
の
線

三

東
経
百
二
十
九
度
十
分
の
線

四

東
経
百
二
十
九
度
二
十
分
の
線

一

北
緯
三
十
三
度
四
分
の
線

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

の
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
及
び

採
捕
し
た
者
の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
併
せ

て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

６

そ
の
他

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
規
制
海
域
に
お
け

る
と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

田
中

栄
次

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
九
州
・
山
口
北
西
海
域
と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
の
承
認
・
届
出
及

び
操
業
期
間
の
制
限
等
に
係
る
委
員
会
指
示

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

「
規
制
海
域
」

東
経
百
三
十
一
度
四
十
一
分
三
十
五
秒
の
線
以
西
の
海
域
の
う
ち
、
熊
本
県
天
草
市
魚
貫
崎

か
ら
長
崎
県
五
島
市
富
江
町
笠
山
崎
に
至
る
直
線
、
長
崎
県
五
島
市
富
江
町
笠
山
崎
正
西
の
線
及
び
熊
本
県
天
草

市
魚
貫
崎
正
東
の
線
以
北
の
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
（
内
水
面
を
除
く
）。
た
だ
し
、
漁

業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
太
平
洋
、
瀬
戸
内
海
、
有
明
海
及
び
八

代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る

有
明
海
及
び
八
代
海
を
除
く
。

「
と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
」

動
力
漁
船
に
よ
り
は
え
縄
を
使
用
し
て
と
ら
ふ
ぐ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業「

浮
縄
」

と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
に
お
い
て
、
海
中
を
移
動
す
る
は
え
縄
を
用
い
て
操
業
す
る
漁
法

「
底
縄
」

と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
に
お
い
て
、
海
中
に
固
定
す
る
は
え
縄
を
用
い
て
操
業
す
る
漁
法

２

操
業
の
承
認

規
制
海
域
に
お
い
て
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
十
日
の
間
に
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
船
舶

を
使
用
し
て
と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁

業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

承
認
証
の
交
付
及
び
備
付
け
義
務

委
員
会
は
、
２
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
承
認
証
を
交
付
す
る
。

前
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
規
制
海
域
に
お
い
て
当
該
承
認
漁
業

を
営
む
期
間
中
、
当
該
承
認
証
を
当
該
承
認
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

承
認
番
号
の
表
示

２
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
船
舶
の
船
橋
の
両
側
の
見
や
す
い
場
所
に
別
記
様
式
第
二
号
に
よ

り
当
該
船
舶
に
係
る
承
認
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
承
認
に
係
る
規
制
海
域
に
お
け
る
と
ら
ふ

ぐ
は
え
縄
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

承
認
の
取
消

委
員
会
は
、
２
の
承
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

７

操
業
の
届
出

規
制
海
域
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者

は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
委
員
会
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





Ｅ
海
域

浮

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
十
一
月
五
日
ま
で
及

び
令
和
八
年
四
月
六
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で

次
に
掲
げ
る
直
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま

れ
た
海
域
。

底

縄

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
十
一
月
五
日
ま
で
及

び
令
和
八
年
四
月
六
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で

一

長
崎
県
長
崎
市
権
現
山
三
角
点
か
ら
同

県
同
市
大
立
神
灯
台
に
至
る
直
線

二

長
崎
県
長
崎
市
大
立
神
灯
台
か
ら
熊
本

県
天
草
市
魚
貫
崎
に
至
る
直
線

三

長
崎
県
南
島
原
市
瀬
詰
崎
か
ら
熊
本
県

天
草
市
天
神
山
に
至
る
直
線

（
表
中
の
緯
度
・
経
度
は
日
本
測
地
系
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
９

小
型
魚
の
再
放
流

と
ら
ふ
ぐ
は
え
縄
漁
業
を
営
む
者
は
、規
制
海
域
に
お
い
て
は
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
ら
ふ
ぐ
は
、

直
ち
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

漁
獲
成
績
報
告
書

２
の
承
認
を
受
け
た
者
及
び
７
の
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
承
認
又
は
届
出
に
係
る
漁
業
の
漁
獲
成
績
報
告
書
を

委
員
会
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
及
び
届
出
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別
に

定
め
る
。

12

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
明
海
に
お
け
る

が
ざ
み
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

田
中

栄
次

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
有
明
海
が
ざ
み
た
も
網
そ
の
他
す
く
い
網
の
採
捕
禁
止
期
間
に
係

る
委
員
会
指
示

１

指
示
の
内
容

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
明
海
に
お
い
て
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま
で
の
間
は
、
た
も
網
そ

の
他
の
す
く
い
網
に
よ
り
が
ざ
み
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
十
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
遊
漁
者
の
く
ろ
ま

ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
四
日

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

今
井

一
郎

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
係
る
委
員
会
指
示

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

「
遊
漁
者
」

水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

を
い
う
。

ア

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合

イ

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合

ウ

試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合

「
瀬
戸
内
海
」

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
漁
業
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
瀬
戸
内
海
を
い
う
。

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）」
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
い
う
。

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）」
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
い
う
。

「
遊
漁
船
」

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
遊
漁
船
を
い
う
。

２

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

遊
漁
者
は
、
瀬
戸
内
海
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ（
小
型
魚
）

を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

遊
漁
者
は
、
瀬
戸
内
海
に
お
い
て
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
一
人
毎
月
一
尾
を
超
え
て
保
持
し
て

は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
保
持
し
た
者
が
別
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）（
以
下
「
別
個
体
」
と

い
う
。）を
採
捕
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
別
個
体
を
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）会
長
は
、
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ

る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
、
漁
獲
可
能
量
制
度
に
基
づ
く
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
資
源
管
理
の
枠
組
み
又
は

遊
漁
者
に
よ
る
資
源
管
理
の
取
組
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
瀬
戸
内
海

に
お
い
て
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
旨
、
公
示
す
る
。

遊
漁
者
は
、

の
公
示
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
中
は
、
瀬
戸
内
海
に

お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た

場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

報
告遊

漁
者
は
、
瀬
戸
内
海
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
一
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ア

採
捕
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

イ

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
数
及
び
重
量
（
計
量
方
法
を
含
む
。）

ウ

尾
さ
長
（
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。）

エ

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
及
び
陸
揚
げ
し
た
場
所

オ

採
捕
し
た
海
域

カ

遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号

キ

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号

の
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
及
び

採
捕
し
た
者
の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
併
せ

て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

６

そ
の
他

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
さ
わ
ら
を
対
象
と
し
た
漁
業
に
係
る
委
員
会
指
示

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
「
瀬
戸
内
海
」
と
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条

第
二
項
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
瀬
戸
内
海
を
い
う
。な
お
、

瀬
戸
内
海
に
お
け
る
さ
わ
ら
を
対
象
と
し
た
漁
業
の
水
域
区
分
は
次
表
下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

紀
伊
水
道

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

基
点
ア
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
三
百
三
十
六
度
二
十
分
三
千
四
百

八
十
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
イ
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
二
百
九
度
五
十
分
二
千
六
百
メ
ー

ト
ル
の
点

基
点
ウ
‥
大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
三

百
五
度
二
十
分
の
方
位
線
と
、
基
点
ア
か
ら
大
阪
府
泉
南
郡
岬
町
観
音
崎

の
鼻
に
至
る
見
通
し
線
と
の
交
点

基
点
エ
‥
基
点
ア
と
基
点
イ
を
結
ん
だ
線
と
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
と

兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

一

和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら
徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に

至
る
直
線

二

大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
基
点
ウ
、
基
点

ア
、
基
点
エ
を
経
て
兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
に
至
る
線

三

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
門
崎
と
徳
島
県
鳴
門
市
大
毛
島
孫
崎
を
結
ん
だ
線

四

小
鳴
門
水
道
東
口
小
鳴
門
橋

大
阪
湾

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

基
点
ア
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
三
百
三
十
六
度
二
十
分
三
千
四
百

八
十
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
イ
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
二
百
九
度
五
十
分
二
千
六
百
メ
ー

ト
ル
の
点

基
点
ウ
‥
大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
三

百
五
度
二
十
分
の
方
位
線
と
、
基
点
ア
か
ら
大
阪
府
泉
南
郡
岬
町
観
音
崎

の
鼻
に
至
る
見
通
し
線
と
の
交
点

基
点
エ
‥
基
点
ア
と
基
点
イ
を
結
ん
だ
線
と
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
と

兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

一

大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
基
点
ウ
、
基
点

ア
、
基
点
エ
を
経
て
兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
に
至
る
線

二

兵
庫
県
神
戸
市
と
同
県
明
石
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
県
淡

路
市
岩
屋
と
同
市
野
島
江
崎
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

播
磨
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

一

兵
庫
県
神
戸
市
と
同
県
明
石
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
県
淡

路
市
岩
屋
と
同
市
野
島
江
崎
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

二

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
門
崎
と
徳
島
県
鳴
門
市
大
毛
島
孫
崎
を
結
ん
だ
線

三

小
鳴
門
水
道
東
口
小
鳴
門
橋

四

岡
山
県
岡
山
市
と
同
県
瀬
戸
内
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
香
川

県
小
豆
郡
土
庄
町
蕪
崎
を
結
ん
だ
線

五

香
川
県
小
豆
郡
小
豆
島
町
釈
迦
ヶ
鼻
と
同
県
さ
ぬ
き
市
大
串
岬
を
結
ん
だ
線

備
讃
瀬
戸

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

一

岡
山
県
岡
山
市
と
同
県
瀬
戸
内
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
香
川

県
小
豆
郡
土
庄
町
蕪
崎
を
結
ん
だ
線

二

香
川
県
小
豆
郡
小
豆
島
町
釈
迦
ヶ
鼻
と
同
県
さ
ぬ
き
市
大
串
岬
を
結
ん
だ
線

三

広
島
県
と
岡
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
広
島
県
福
山
市
宇

治
島
東
端
を
経
て
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
三
崎
に
至
る
直
線

燧
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
安
芸
灘
を
除
い
た
海
域

一

広
島
県
と
岡
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
広
島
県
福
山
市
宇

治
島
東
端
を
経
て
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
三
崎
に
至
る
直
線

二

広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同

市
上
蒲
刈
島
白
崎
を
結
ん
だ
線

三

広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸

線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

安
芸
灘

次
に
掲
げ
る
海
域
一
及
び
二
を
合
わ
せ
た
海
域

一

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
‥
広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界

点
と
同
市
上
蒲
刈
島
白
崎
を
結
ん
だ
線

イ
‥
広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と
の
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

ウ
‥
愛
媛
県
松
山
市
白
石
ノ
鼻
と
同
市
興
居
島
頭
埼
灯
台
を
結
ん
だ
線

エ
‥
愛
媛
県
松
山
市
興
居
島
頭
埼
灯
台
と
同
市
野
忽
那
島
野
忽
那
島
灯
台
を
結
ん
だ

線

オ
‥
愛
媛
県
松
山
市
野
忽
那
島
北
端
と
同
市
中
島
東
端
を
結
ん
だ
線

カ
‥
愛
媛
県
松
山
市
中
島
歌
崎
と
同
市
津
和
地
島
東
端
を
結
ん
だ
線

キ
‥
愛
媛
県
松
山
市
津
和
地
島
西
端
と
同
市
由
利
島
西
端
を
結
ん
だ
線

ク
‥
愛
媛
県
松
山
市
由
利
島
西
端
と
山
口
県
柳
井
市
平
郡
島
盛
鼻
を
結
ん
だ
線

ケ
‥
山
口
県
柳
井
市
と
同
県
熊
毛
郡
上
関
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境

界
点
（
以
下
「
基
点
ア
」
と
い
う
。）と
同
県
柳
井
市
平
郡
島
櫛
崎
を
結
ん
だ
線

と
同
市
平
郡
島
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点
の
う
ち
最
も
北
部
に
位
置
す

る
点
と
基
点
ア
を
結
ん
だ
線

二

一
の
線
イ
、
次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
広
島
県
海

域

コ
‥
広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
同
市
斎
島
西
端
を
結
ん
だ
線

伊
予
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
安
芸
灘
を
除
い
た
海
域

一

広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同

市
上
蒲
刈
島
白
崎
を
結
ん
だ
線

二

広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸

線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

三

愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
と
大
分
県
関
埼
灯
台
を
結
ん
だ
線

四

山
口
県
下
松
市
と
同
県
光
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
県
下
松

市
笠
戸
島
鎌
石
岬
を
結
ん
だ
線

五

山
口
県
下
松
市
笠
戸
島
火
振
岬
と
大
分
県
豊
後
高
田
市
と
同
県
国
東
市
と
の
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
瀬
戸
内
海
に
お
け

る
さ
わ
ら
を
対
象
と
し
た
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
四
日

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

今
井

一
郎
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周 防 灘 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域

一 山 口 県 下 松 市 と 同 県 光 市 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 と 同 県 下 松

市 笠 戸 島 鎌 石 岬 を 結 ん だ 線

二 山 口 県 下 松 市 笠 戸 島 火 振 岬 と 大 分 県 豊 後 高 田 市 と 同 県 国 東 市 と の 最 大 高 潮

時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 を 結 ん だ 線

三 山 口 県 火 ノ 山 下 潮 流 信 号 所 と 福 岡 県 門 司 埼 灯 台 を 結 ん だ 線

２ 網 目 の 制 限

さ わ ら を 目 的 と し た 流 し 網 漁 業 に お い て 使 用 す る 漁 具 の 網 目 は 、 十 ・ 六 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す

る 。

３ 区 域 の 操 業 制 限

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 域 に お い て は 、 中 欄 に 掲 げ る 期 間 に あ っ て 、 下 欄 に 掲 げ る 制 限 を 設 け る 。

区 域 期 間 制 限

紀 伊 水 道 五 月 十 五 日 か ら 六 月 二 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

大 阪 湾 五 月 二 十 五 日 か ら 六 月 三 十 日 ま で

（ た だ し 、 さ わ ら を 目 的 と し た 流 し

網 漁 業 は 六 月 五 日 か ら 七 月 十 一 日 ま

で ）

さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

播 磨 灘 九 月 一 日 か ら 十 一 月 三 十 日 ま で （ た

だ し 、 さ わ ら を 目 的 と し た 流 し 網 漁

業 は 九 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で ）

さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止 （ た だ し 、

は な つ ぎ 網 漁 業 及 び さ わ ら 船 び き 網 漁 業 を

除 く ）

毎 週 火 曜 日 、 毎 週 土 曜 日 そ の 他 の 瀬 戸 内 海

広 域 漁 業 調 整 委 員 会 会 長 （ 以 下 「 委 員 会 会

長 」 と い う 。 ） が 定 め た 日 及 び 午 後 三 時 か ら

翌 日 午 前 五 時 ま で の 間 の さ わ ら を 目 的 と し

た は な つ ぎ 網 漁 業 の 操 業 の 禁 止

毎 週 火 曜 日 、 毎 週 土 曜 日 そ の 他 の 委 員 会 会

長 が 定 め た 日 及 び 午 後 四 時 か ら 翌 日 午 前 六

時 ま で の 間 の さ わ ら 船 び き 網 漁 業 の 操 業 の

禁 止

備 讃 瀬 戸 九 月 一 日 か ら 十 一 月 三 十 日 ま で （ た

だ し 、 さ わ ら を 目 的 と し た 流 し 網 漁

業 は 九 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で ）

さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

燧 灘 九 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

さ ご し 巾 着 網 漁 業 に お け る さ わ ら の 年 間 漁

獲 量 を 四 十 六 ト ン 以 下 と す る

安 芸 灘 九 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

伊 予 灘 五 月 十 六 日 か ら 六 月 十 五 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

周 防 灘 五 月 一 日 か ら 五 月 三 十 一 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

４ 指 示 の 有 効 期 間

こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す る 。

公 告

令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

諸 事 項

破産手続開始






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間





令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






〇 〇

令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

(
分
冊
の

)






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

免責許可決定






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は

清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区
福
住
三
条
十
丁
目
三
番
三
号

Ｋ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
合
同
会
社

清
算
人

石
黒

惠
子

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散

い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

宮
城
県
太
白
区
中
田
町
二
丁
目
一
三
番
三
〇
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
仙
台
雇
用
福
祉
事
業
団

清
算
人

船
木
ヒ
デ
コ

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

福
島
県
福
島
市
岡
島
字
獅
子
田
一
番
地
の
一
四

フ
ク
セ
イ
・
ベ
ン
ダ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
清
算
人

齋
藤

覚

解
散
公
告

当
組
合
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

茨
城
県
筑
西
市
上
野
三
番
地
一

プ
ラ
ン
ド
ル
有
限
責
任
事
業
組
合

清
算
人

栗
原

政
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
十
四
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

茨
城
県
結
城
市
大
字
上
山
川
四
二
五
九
番
地
七

株
式
会
社
Ｓ
Ｒ
Ａ
ｕ
ｔ
ｏ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

代
表
清
算
人

ア
ト
ゥ
ル
ギ
リ
ア
ッ
チ
ラ
ー

ゲ
チ
ャ
ン
ダ
ラ
シ
リ
バ
ン

ダ
ー
ラ
ア
ト
ゥ
ル
ギ
リ
ア

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

茨
城
県
か
す
み
が
う
ら
市
西
成
井
一
二
二
番
地
八

株
式
会
社
技
研
建
設

代
表
清
算
人

福
田

晴
美

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
八
王
子
三
丁
目
一
一

番
一
四
号

株
式
会
社
蒼
の
月

代
表
清
算
人

古
谷

麻
里

解
散
公
告

当
社
は
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
社
員
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

千
葉
県
柏
市
若
柴
一
七
八
番
地
四
柏
の
葉
キ
ャ
ン

パ
ス
一
四
八
街
区
一
パ
ー
ク
シ
テ
ィ
柏
の
葉
キ
ャ

ン
パ
ス

ザ
・
ゲ
ー
ト
タ
ワ
ー
ウ
ェ
ス
ト
三
階
Ｖ

一
〇
八

合
同
会
社
モ
ー
ト
ピ
ュ
ア

代
表
清
算
人

堀

純

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
付
株
主
総
会
の
決
議
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
港
区
白
金
台
三
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

Ｄ
Ｂ

Ｐ
ｙ
ｒ
ａ
ｍ
ｉ
ｄ

Ａ
ｃ
ｑ
Ｃ
ｏ
株
式

会
社

代
表
清
算
人

福
岡

武
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
七
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
五
番
一
五
号
ク
レ
ー
ル
芝

四
〇
一
号
室

株
式
会
社
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

代
表
清
算
人

花
野

寛

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
台
東
区
浅
草
一
丁
目
四
二
番
四

三
〇
二
号

株
式
会
社
左
右
舎

代
表
清
算
人

前
澤

進

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
三
六

二
新
宿
第
七

葉
山
ビ
ル
三
階

グ
ロ
ー
ブ
コ
ネ
ク
ト
合
同
会
社

清
算
人

佐
々
木
雄
哉

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
二
番
九
号

株
式
会
社
広
業
社

代
表
清
算
人

田
中

明
人

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
開
催
の
社
員

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人

に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
世
田
谷
区
北
沢
二
丁
目
二
五
番
二
〇
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
く
ら
並
木
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

清
算
人

細
沼

忠
良

解
散
公
告

当
法
人
は
令
和
七
年
四
月
一
日
付
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
に
基

づ
く
社
員
全
員
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
よ
り
解
散
い
た
し

ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
渋
谷
区
本
町
三
丁
目
一
二
番
一
号

一
般
社
団
法
人
未
知
倶
楽
部

代
表
清
算
人

志
田
山
智
弘

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
十
九
日
付
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
一
番
一
二
号

メ
タ
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
清
算
人

近
藤

祐
平





令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
二
一
番
一
号

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
ズ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

阿
部

克
已

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
中
野
区
中
野
一
丁
目
六
〇
番
九
号

株
式
会
社
加
藤
不
動
産
事
務
所

代
表
清
算
人

加
藤

由
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
一
一
番
地
一

株
式
会
社
メ
デ
ィ
カ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム

代
表
清
算
人

松
原

和
香

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
一
番
四
号

合
同
会
社
Ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
ｎ

清
算
人

福
永

隆
明

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
一
番
四
号

一
般
社
団
法
人
Ｓ
ａ
ｎ
ｂ
ａ

代
表
清
算
人

福
永

隆
明

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
七
年
三
月
十

日
付
で
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
二
六
番
一
号Ａ

Ｃ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

鈴
木

明
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

横
浜
市
旭
区
今
宿
東
町
一
四
七
八
番
地
の
一

有
限
会
社
宇
井
工
業

清
算
人

宇
井

哲
二

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
西
小
磯
二
二
一
番
地
の
一

有
限
会
社
仲
手
川
印
刷

清
算
人

仲
手
川
俊
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

神
奈
川
県
鎌
倉
市
十
二
所
八
六
一
番
地

ブ
ル
ー
・
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
清
算
人

保
坂

康
弘

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
十
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
二
丁
目
五
番
地

二
新
横
浜
Ｕ
・
Ｕ
ビ
ル
五
階

合
同
会
社
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ァ
ー
ム
Ｓ
Ｓ
鈴
鹿
１
号

名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
一
丁
目
二
四
番
三
〇
号

名
古
屋
三
井
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
本
館
七
階

清
算
人

株
式
会
社
鈴
鹿
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト

三
重
県
鈴
鹿
市
西
条
一
丁
目
一
九
番
二
号

職
務
執
行
者

瀬
古

恭
裕

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

山
梨
県
山
梨
市
南
一
〇
一
〇
番
地
一

有
限
会
社
八
幡
運
輸

清
算
人

小
林

昭
臣

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
東
井
出
一
二
九
二
番
地

株
式
会
社
八
ヶ
岳
自
動
車
工
業

代
表
清
算
人

植
松
由
紀
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
七
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
解
散
い
た
し

ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

長
野
県
飯
田
市
鼎
東
鼎
二
八
一
番
地

株
式
会
社
天
龍
社

清
算
人

寺
沢

寿
男

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
七
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

長
野
県
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
大
字
長
倉
二
一
三

九

九
二
〇
（
別
荘
番
号
：
千
ヶ
滝
西
区
三
七
〇

三
）

道
安
国
際
咨
詢
株
式
会
社

代
表
清
算
人

叶

素
貞

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

岐
阜
県
可
児
市
若
葉
台
九
丁
目
一
六
二
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
楽
し
く
百
歳
ま
で
生
き

る
会

清
算
人

中
井

城
嗣

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

岐
阜
県
可
児
市
若
葉
台
九
丁
目
一
六
二
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
岐
阜

清
算
人

中
井

城
嗣





第 14 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
札幌市東区東苗穂三条三丁目２番86号

株式会社燃焼合成
代表取締役 鏡 好晴

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 87,836
固 定 資 産 24,312
資 産 合 計 112,149

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 15,724
株 主 資 本 96,424
資 本 金 95,000
資 本 剰 余 金 252,000
資 本 準 備 金 252,000
利 益 剰 余 金 250,575
その他利益剰余金 250,575
(うち当期純利益) (29,229)

負債・純資産合計 112,149

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
宮
加
三
五
五
二
番
地

株
式
会
社
海
電
社

代
表
清
算
人

村
田

憲
昭

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

愛
知
県
豊
橋
市
西
山
町
字
西
山
五
五
番
地
の
九

株
式
会
社
三
悠

代
表
清
算
人

大
林

弘
季

解
散
公
告

当
法
人
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
二
〇
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

愛
知
県
豊
橋
市
中
岩
田
三
丁
目
八
番
地
九

一
般
社
団
法
人
建
築
相
談
窓
口

代
表
清
算
人

佐
伯

弘
美

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

京
都
市
中
京
区
式
阿
弥
町
一
三
〇

合
同
会
社
Ｎ
ｏ
ｒ
ｓ

代
表
清
算
人

江
田
慎
之
助

解
散
公
告

当
認
可
地
縁
団
体
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
二
日
付
で

会
員
の
転
居
等
に
と
も
な
い
構
成
員
が
欠
乏
し
、
相
当
数

に
満
た
な
く
な
っ
た
た
め
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当

認
可
地
縁
団
体
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

大
阪
府
岸
和
田
市
東
大
路
町
二
七
四
番
地
の
一

東
大
路
町
町
会

清
算
人

立
石

肇

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

大
阪
府
泉
佐
野
市
南
中
樫
井
六
七
二
番
地
一

佐
野
第
一
交
通
株
式
会
社

代
表
清
算
人

磯
本

博
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

大
阪
市
西
区
西
本
町
一
丁
目
一
二
番
一
九
号

小
西
測
量
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
西

惠
祥

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

兵
庫
県
尼
崎
市
戸
ノ
内
町
五
丁
目
一

一

株
式
会
社
Ｎ
ａ
ｎ
ｏ
Ｆ
ｉ
ｌ
ｍ

Ａ
Ｍ
Ｊ

代
表
清
算
人

ギ
ャ
ン
・
イ
ー
セ
ン

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

岡
山
市
東
区
上
道
北
方
四
〇
八
番
地
一
一

株
式
会
社
吉
備
工
芸
社

代
表
清
算
人

杉
山
新
太
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

岡
山
県
玉
野
市
渋
川
一
丁
目
七
番
五
号

有
限
会
社
ヤ
マ
シ
タ
ボ
ー
ド
内
装

清
算
人

山
下

義
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

広
島
市
中
区
舟
入
幸
町
二
〇
番
一
五
号

有
限
会
社
コ
リ
ト
ー
ル

清
算
人

里

裕
美
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

高
知
市
南
は
り
ま
や
町
一
丁
目
一
〇
番
八
号

有
限
会
社
西
岡
住
宅

清
算
人

西
岡
紀
美
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
十
七
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

福
岡
県
豊
前
市
大
字
大
村
一
一
五
〇
番

豊
前
た
め
池
太
陽
光
発
電
合
同
会
社

清
算
人

齋
藤

孝
治

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

北
九
州
市
小
倉
南
区
長
行
西
五
丁
目
二
番
一
〇
号

有
限
会
社
涼
シ
ス
テ
ム

清
算
人

居
塚

満

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

福
岡
県
久
留
米
市
六
ツ
門
町
二
番
地
二
四

株
式
会
社
ア
プ
ロ

代
表
清
算
人

尾
関

真





第 53 期 決 算 公 告
令和７年３月 24 日 東京都中央区日本橋人形町２丁目14番10号

アーバンネット日本橋ビル
デーナ・ジャパン株式会社

代表取締役 パトリック・マーロウ・ウィリアムス
貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 475,027 流 動 負 債 164,736
固 定 資 産 394,565 納 税 引 当 金 14,775

固 定 負 債 47,464
退職給与引当金 47,119
株 主 資 本 657,391
資 本 金 200,000
資 本 剰 余 金 298,347
資 本 準 備 金 168,347
その他資本剰余金 130,000
利 益 剰 余 金 159,044
その他利益剰余金 159,044
(うち当期純利益) (55,362)

資 産 合 計 869,592 負債・純資産合計 869,592

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

福
岡
市
早
良
区
南
庄
一
丁
目
六
番
一
七
号

有
限
会
社
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル

清
算
人

石
橋

善
博

解
散
公
告

当
法
人
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
七
年
二
月

二
十
八
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人

に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

長
崎
県
大
村
市
小
路
口
本
町
五
〇
四
番
地
三

特
定
非
営
利
活
動
法
人
癒

清
算
人

り
う
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

熊
本
市
中
央
区
水
前
寺
三
丁
目
一
六
番
二
四
号

メ
ナ
ー
ド
化
粧
品
水
前
寺
販
売
有
限
会
社

清
算
人

渡
邊

壽
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

宮
崎
県
西
都
市
御
舟
町
二
丁
目
六
二
番
地
三
号

有
限
会
社
西
都
公
益
社

清
算
人

近
藤
小
百
合

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
八
幡
山
三
二
一
番
地

医
療
法
人
中
神
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

清
算
人

鵜
飼

慧
子

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
令
和
七
年
二
月
十
五
日
を
も
っ
て
解
散
し

た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

千
葉
県
船
橋
市
山
野
町
一
〇
三
番
地
一

西
船
橋
住
宅
管
理
組
合
法
人

清
算
人

田
野

毅

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
大
阪
府
教
育
長
の
認
定
を
受
け
て
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か

ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申

し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

大
阪
市
天
王
寺
区
堀
越
町
九
番
一
一
号

学
校
法
人
関
西
学
園

清
算
人

竹
中
新
三
郎

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

兵
庫
県

屋
市
業
平
町
六
番
三
一
号

医
療
法
人
社
団

屋
橋
本
ク
リ
ニ
ッ
ク

清
算
人

橋
本

裕
美

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
七
日
を
も
っ
て
解
散

し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

山
口
県
周
南
市
東
山
町
二
番
四
一
号

医
療
法
人
こ
う
ち
医
院

清
算
人

河
内

康
博

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
令
和
六
年
十
一
月
十
三
日
開
催
の
責
任
役

員
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

香
川
県
高
松
市
鶴
市
町
二
〇
〇
二
番
地
二
二

美
代
教
会

清
算
人

小
川

翼

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
七
年
二
月
五
日
旭
川
地
方
裁
判
所
の

命
令
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
二
日
）
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内

に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

北
海
道
旭
川
市
東
光
一
条
四
丁
目
三
四
一
番
地
の

二
六

宗
教
法
人
天
法
山
宝
珠
院

清
算
人

小
田
桐

誠

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
開
催
の
臨
時
総

会
の
決
議
に
よ
り
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
で
解
散

い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
の
翌
日
か

ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申

し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

岩
手
県
盛
岡
市
加
賀
野
四
丁
目
一
八
番
五
〇
号

職
業
訓
練
法
人
岩
手
中
央
職
業
訓
練
協
会

清
算
人

大
峠

勝
志

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
六
年
十
一
月
三
十
日
開
催
の
社
員
総

会
の
決
議
並
び
に
福
島
県
知
事
の
認
可
に
よ
り
、
令
和
七

年
三
月
三
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法

人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和

七
年
四
月
一
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は

清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

福
島
市
南
沢
又
字
桜
内
三
三
番
一
五
号

医
療
法
人
社
団
根
本
皮
膚
科

清
算
人

根
本

洋

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
組
合
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
兵
庫
県
知
事
の

認
可
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内

に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
香
住
区
香
住
八
七
〇
番
地

の
一

香
美
町
山
手
土
地
区
画
整
理
組
合

代
表
清
算
人

本
多

功

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
社
員
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
一

日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右

期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま

す
。令

和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
六
番
二
号

医
療
法
人
社
団
先
仁
会

清
算
人

中
田

先
一
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第 26 期決算公告 2025年４月３日
宮城県仙台市宮城野区田子三丁目18番６号
仙台キリンビバレッジサービス株式会社

代表取締役社長 佐藤 文厚
貸借対照表の要旨(2024年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 182,360
固 定 資 産 36,164
合 計 218,525

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 902,226
(賞与引当金) (12,110)
固 定 負 債 93,607
(退職給付引当金) (85,565)
株 主 資 本 777,309
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 877,309
利 益 準 備 金 4,000
その他利益剰余金 881,309
(うち当期純損失) (65,334)
合 計 218,525

第 56 期決算公告 2025年４月３日
仙台市青葉区本町二丁目10番30号

ニッポンレンタカー東北株式会社
代表取締役社長執行役員 道地 秀和
貸借対照表の要旨(2024年12月31日現在)

科 目 金 額(百万円)
資
産
の
部
流 動 資 産 3,043
固 定 資 産 2,157
合 計 5,200

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 986
賞 与 引 当 金 62
固 定 負 債 318
役員退職慰労引当金 3
株 主 資 本 3,895
資 本 金 80
利 益 剰 余 金 3,815
利 益 準 備 金 20
その他利益剰余金 3,795
(うち当期純利益) (1,039)
合 計 5,200

第 16 期決算公告 令和７年４月３日
東京都中央区築地３丁目12番５号

株式会社インテグリティ・ヘルスケア
代表取締役 園田 愛

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,163,834
固 定 資 産 206,683
資 産 合 計 1,370,517

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 87,097
株 主 資 本 1,283,420
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 1,447,241
資 本 準 備 金 947,691
その他資本剰余金 499,550
利 益 剰 余 金 263,821
その他利益剰余金 263,821
(うち当期純損失) (263,821)

負債・純資産合計 1,370,517

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四

月
一
日
）の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
新
宿
区
市
谷
田
町
二
丁
目
一
番
地
三
市
谷

東
ビ
ル
六
階

医
療
法
人
社
団
正
診
会

清
算
人

関

淳
一

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
解
散

い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
の
翌
日
か

ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
調
布
市
布
田
一
丁
目
三
五
番
地
三
ダ
イ
モ

ン
ビ
ル
二
階

医
療
法
人
社
団
蒼
流
会

清
算
人

岡
本

眞
郎

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
組
合
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
宝
塚
市
長
の
認

可
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
者

は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
の
翌

日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に

お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

兵
庫
県
宝
塚
市
安
倉
北
二
丁
目
一
六
番
一
五
号

安
倉
第
一
会
館
内

宝
塚
市
安
倉
上
池
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合

代
表
清
算
人

島
川

勉

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
令
和
六
年
十
月
三
日
開
催
の
責
任
役
員
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

神
戸
市
灘
区
大
内
通
二
丁
目
一
〇
番
九
号

宗
教
法
人
龍
王
院

清
算
人

上
山

秀
禅

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
令
和
六
年
十
一
月
十
二
日
開
催
の
理
事
会

の
決
議
並
び
に
呉
市
長
の
認
可
に
よ
り
、
令
和
七
年
二
月

七
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四

月
一
日
）の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

広
島
県
呉
市
安
浦
町
女
子
畑
一
三
三
番
地

医
療
法
人
西
本
会

清
算
人

西
本

方
宣
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第 １ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
Ｒｉｎｇインテグラル１株式会社

代表取締役 仲田真紀子
貸借対照表の要旨

(令和６年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 6,000
合 計 6,000

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 5
株 主 資 本 5,994
資 本 金 3,000
資 本 剰 余 金 3,000
資 本 準 備 金 3,000
利 益 剰 余 金 5
その他利益剰余金 5
(うち当期純損失) (5)
合 計 6,000

第 １ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
Ｒｉｎｇインテグラル２株式会社

代表取締役 仲田真紀子
貸借対照表の要旨

(令和６年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 6,000
合 計 6,000

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 5
株 主 資 本 5,994
資 本 金 3,000
資 本 剰 余 金 3,000
資 本 準 備 金 3,000
利 益 剰 余 金 5
その他利益剰余金 5
(うち当期純損失) (5)
合 計 6,000

第 13 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都中央区日本橋三丁目９番１号

日本橋三丁目スクエア11階
サーテックス・テクノロジー・

ジャパン株式会社
代表取締役 森田 哲永

貸借対照表の要旨
(令和６年12月31日現在) (単位：円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 2,297,794
資 産 合 計 2,297,794

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 3,786,421
株 主 資 本 1,488,627
資 本 金 10,000,000
利 益 剰 余 金 11,488,627
その他利益剰余金 11,488,627
(うち当期純利益) (84,348)

負債・純資産合計 2,297,794

第４期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

Ｉｃｅインテグラル１株式会社
代表取締役 澄川 恭章

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 2,162
固 定 資 産 3,536
資 産 合 計 5,699

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 138
固 定 負 債 
株 主 資 本 5,560
資 本 金 2,500
資 本 剰 余 金 2,500
資 本 準 備 金 2,500
利 益 剰 余 金 560
その他利益剰余金 560
(うち当期純利益) (1,139)

負債・純資産合計 5,699

第４期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

Ｉｃｅインテグラル２株式会社
代表取締役 澄川 恭章

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 2,120
固 定 資 産 3,724
資 産 合 計 5,845

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 149
固 定 負 債 
株 主 資 本 5,696
資 本 金 2,500
資 本 剰 余 金 2,500
資 本 準 備 金 2,500
利 益 剰 余 金 696
その他利益剰余金 696
(うち当期純利益) (1,219)

負債・純資産合計 5,845

第 13 期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
インテグラル・パートナーズ株式会社

代表取締役 山本礼二郎
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(百万円)
資
産
の
部
流 動 資 産 15,747
固 定 資 産 1,627
資 産 合 計 17,375

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 1,890
固 定 負 債 15,252
株 主 資 本 201
資 本 金 10
利 益 剰 余 金 191
その他利益剰余金 191
(うち当期純利益) (107)

評価・換算差額等 30
有価証券評価差額金 30
負債・純資産合計 17,375

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



第４期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
Ｎｏｒｔｈインテグラル１株式会社

代表取締役 澄川 恭章
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 2,558
固 定 資 産 1,763
資 産 合 計 4,322

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
固 定 負 債 
株 主 資 本 4,252
資 本 金 2,500
資 本 剰 余 金 2,500
資 本 準 備 金 2,500
利 益 剰 余 金 747
その他利益剰余金 747
(うち当期純損失) (136)

負債・純資産合計 4,322

第４期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
Ｎｏｒｔｈインテグラル２株式会社

代表取締役 澄川 恭章
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 2,426
固 定 資 産 1,979
資 産 合 計 4,405

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
固 定 負 債 
株 主 資 本 4,335
資 本 金 2,500
資 本 剰 余 金 2,500
資 本 準 備 金 2,500
利 益 剰 余 金 664
その他利益剰余金 664
(うち当期純損失) (112)

負債・純資産合計 4,405

第６期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

イーストパートナーズ株式会社
代表取締役 仲田真紀子

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 88,278
固 定 資 産 2,090,988
資 産 合 計 2,179,267

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 80,303
固 定 負 債 2,092,185
株 主 資 本 6,778
資 本 金 5,500
資 本 剰 余 金 5,500
資 本 準 備 金 5,500
利 益 剰 余 金 4,221
その他利益剰余金 4,221
(うち当期純損失) (4,221)

負債・純資産合計 2,179,267

第 10 期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
インテグラル・ブランズ株式会社

代表取締役 山本礼二郎
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(百万円)
資
産
の
部
流 動 資 産 10,079
資 産 合 計 10,079

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 0
株 主 資 本 10,079
資 本 金 1
資 本 剰 余 金 509
資 本 準 備 金 509
利 益 剰 余 金 9,569
その他利益剰余金 9,569
(うち当期純利益) (1,609)

負債・純資産合計 10,079

第１期決算公告 令和７年４月３日

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

インテグラル・リアルエステート株式会社

代表取締役 江村 峻徳
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 92,695
資 産 合 計 92,695

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 6,730
株 主 資 本 85,964
資 本 金 90,000
利 益 剰 余 金 4,035
その他利益剰余金 4,035
(うち当期純損失) (4,035)

負債・純資産合計 92,695

第７期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

インテグラルＴｅａｍ株式会社
代表取締役 仲田真紀子

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 3,475
固 定 資 産 18,870
資 産 合 計 22,346

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 292
株 主 資 本 22,053
資 本 金 13,275
資 本 剰 余 金 13,275
資 本 準 備 金 13,275
利 益 剰 余 金 4,496
その他利益剰余金 4,496
(うち当期純損失) (929)

評価・換算差額等 0
有価証券評価差額金 0
負債・純資産合計 22,346

第 14 期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

インテグラル投資株式会社
代表取締役 山本礼二郎

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 465,402
固 定 資 産 15,059
資 産 合 計 480,462

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 119,270
株 主 資 本 361,029
資 本 金 5,000
資 本 剰 余 金 5,000
資 本 準 備 金 5,000
利 益 剰 余 金 351,029
その他利益剰余金 351,029
(うち当期純利益) (260,243)

評価・換算差額等 162
有価証券評価差額金 162
負債・純資産合計 480,462

第９期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
インテグラル投資アルファ株式会社

代表取締役 山本礼二郎
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 702
資 産 合 計 702

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
株 主 資 本 632
資 本 金 4,750
資 本 剰 余 金 4,750
資 本 準 備 金 4,750
利 益 剰 余 金 8,867
その他利益剰余金 8,867
(うち当期純損失) (441)

負債・純資産合計 702

第４期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
プリモ・インテグラル１株式会社

代表取締役 澄川 恭章
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 782
固 定 資 産 3,393
資 産 合 計 4,175

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
固 定 負 債 
株 主 資 本 4,105
資 本 金 3,000
資 本 剰 余 金 3,000
資 本 準 備 金 3,000
利 益 剰 余 金 1,894
その他利益剰余金 1,894
(うち当期純損失) (502)

負債・純資産合計 4,175

第４期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
プリモ・インテグラル２株式会社

代表取締役 澄川 恭章
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 361
固 定 資 産 3,840
資 産 合 計 4,202

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
固 定 負 債 
株 主 資 本 4,132
資 本 金 3,000
資 本 剰 余 金 3,000
資 本 準 備 金 3,000
利 益 剰 余 金 1,867
その他利益剰余金 1,867
(うち当期純損失) (501)

負債・純資産合計 4,202

第６期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
ＳＤＲＳ１インテグラル株式会社

代表取締役 澄川 恭章
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 805
固 定 資 産 4,305
資 産 合 計 5,111

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
固 定 負 債 
株 主 資 本 5,041
資 本 金 4,000
資 本 剰 余 金 4,000
資 本 準 備 金 4,000
利 益 剰 余 金 2,958
その他利益剰余金 2,958
(うち当期純損失) (475)

負債・純資産合計 5,111

第６期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
ＳＤＲＳ２インテグラル株式会社

代表取締役 仲田真紀子
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 82,117
固 定 資 産 8,184
資 産 合 計 90,301

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 9,378
固 定 負 債 
株 主 資 本 80,923
資 本 金 5,000
資 本 剰 余 金 5,000
資 本 準 備 金 5,000
利 益 剰 余 金 70,923
その他利益剰余金 70,923
(うち当期純利益) (13,550)

負債・純資産合計 90,301

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



第２期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

Ｔｏｋｙｏ１ＧＰ株式会社
代表取締役 辺見 芳弘

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 953
固 定 資 産 4,003
資 産 合 計 4,956

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
固 定 負 債 
株 主 資 本 4,807
資 本 金 2,500
資 本 剰 余 金 2,500
資 本 準 備 金 2,500
利 益 剰 余 金 192
その他利益剰余金 192
(うち当期純損失) (96)

評価・換算差額等 79
負債・純資産合計 4,956

第２期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

Ｔｏｋｙｏ２ＧＰ株式会社
代表取締役 辺見 芳弘

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 953
固 定 資 産 4,025
資 産 合 計 4,978

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
固 定 負 債 
株 主 資 本 4,829
資 本 金 2,500
資 本 剰 余 金 2,500
資 本 準 備 金 2,500
利 益 剰 余 金 170
その他利益剰余金 170
(うち当期純損失) (83)

評価・換算差額等 79
負債・純資産合計 4,978

第 11 期決算公告 令和７年４月３日
東京都港区虎ノ門一丁目16番16号

ゼアーウィンスリーサービス株式会社
代表取締役 一戸 翼

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,657,806
固 定 資 産 663,037
資 産 合 計 2,320,843

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 2,071,532
固 定 負 債 247,964
(商品保証引当金) (188,027)
株 主 資 本 1,346
資 本 金 16,411
資 本 剰 余 金 4,556
資 本 準 備 金 4,556
利 益 剰 余 金 19,621
その他利益剰余金 19,621
(うち当期純利益) (277,203)

負債・純資産合計 2,320,843

第 14 期 決 算 公 告
令和７年３月 28 日

神奈川県平塚市追分２番１号
ヨコハマピアサポート株式会社

代表取締役社長 石光 真吾
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 75,414
固 定 資 産 22,283
資 産 合 計 97,697

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 12,596
負 債 合 計 12,596
株 主 資 本 85,101
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 75,101
その他利益剰余金 75,101
(うち当期純利益) (3,155)
純資産合計 85,101
負債・純資産合計 97,697

第９期決算公告 令和７年２月28日
山梨県北杜市武川町山高字西ノ宮3713番

ＮＸアグリグロウ株式会社
代表取締役 諸井 奈美

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 57,184
固 定 資 産 160,671
合 計 217,855

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 56,262
固 定 負 債 35,743
株 主 資 本 125,850
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 200,000
資 本 準 備 金 150,000
その他資本剰余金 50,000
利 益 剰 余 金 174,150
その他利益剰余金 174,150
(うち当期純利益) (2,372)
合 計 217,855

第３期決算公告 令和７年４月３日
愛知県豊橋市石巻西川町字大原12番地

株式会社タンネパートナー
代表取締役 西島 豊

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 9,418
固 定 資 産 298,203
資 産 合 計 307,622

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 4,788
固 定 負 債 134,109
株 主 資 本 168,725
資 本 金 10,000
資 本 剰 余 金 160,000
その他資本剰余金 160,000
利 益 剰 余 金 8,725
その他利益剰余金 8,725
(うち当期純利益) (12,765)
自 己 株 式 10,000
負債・純資産合計 307,622

第 26 期決算公告 令和７年４月３日
愛知県豊橋市石巻西川町字大原12番地

西島株式会社
代表取締役 西島 豊

貸借対照表の要旨(令和６年６月30日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 3,421,065
固 定 資 産 861,702
資 産 合 計 4,282,768

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 2,082,322
固 定 負 債 1,948,334
株 主 資 本 252,111
資 本 金 60,000
利 益 剰 余 金 192,111
利 益 準 備 金 1,800
その他利益剰余金 190,311
(うち当期純利益) (31,488)

負債・純資産合計 4,282,768

第 25 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

三重県伊賀市柘植町2700番地
株式会社サプライガ
代表取締役 唐川達之進

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 31,206
固 定 資 産 150
資 産 合 計 31,356

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 8,630
負 債 合 計 8,630
株 主 資 本 22,726
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 12,726
その他利益剰余金 12,726
(うち当期純利益) (398)
純資産合計 22,726
負債・純資産合計 31,356

第 38 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

和歌山県和歌山市北島427番地28
ミドリ安全和歌山株式会社

代表取締役 上田 正巳
貸借対照表の要旨(令和６年12月20日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 132,790
固 定 資 産 230
合 計 133,020

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 103,243
固 定 負 債 
株 主 資 本 29,777
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 19,777
利 益 準 備 金 2,500
その他利益剰余金 17,277
(うち当期純利益) (17,274)
合 計 133,020

第 15 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
広島県山県郡北広島町新郷１番地８
エーエスレジン株式会社
代表取締役社長 竹下 将
貸借対照表の要旨

(令和６年12月31日現在)(単位：百万円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 2,647
固 定 資 産 635
合 計 3,282

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 2,338
固 定 負 債 4
株 主 資 本 939
資 本 金 50
利 益 剰 余 金 889
利 益 準 備 金 12
その他利益剰余金 876
(うち当期純利益) (44)
合 計 3,282

第 38 期 決 算 公 告
令和７年３月 18 日
愛媛県新居浜市新田町３丁目４番23号
スミメックエンジニアリング株式会社

代表取締役 小幡 寛治
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 1,543,569
固 定 資 産 177,816
合 計 1,721,385

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 411,371
固 定 負 債 266,872
株 主 資 本 1,043,142
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 943,142
利 益 準 備 金 25,000
その他利益剰余金 918,142
(うち当期純利益) (186,923)
合 計 1,721,385

第３期決算公告 令和７年４月３日
茨城県常陸大宮市小場字仲戸4956番

株式会社ＤＴプレコン
代表取締役 茂木 宏之

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(円)

資
産
の
部
流 動 資 産 701,950,315
固 定 資 産 1,371,148,800
合 計 2,073,099,115

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 227,667,328
固 定 負 債 554,695,680
株 主 資 本 1,290,736,107
資 本 金 100,000,000
資 本 剰 余 金 1,215,000,000
その他資本剰余金 1,215,000,000
利 益 剰 余 金 24,263,893
その他利益剰余金 24,263,893
合 計 2,073,099,115

 当期純利益 64,662,468円

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



第 20 期決算公告 令和７年４月３日
東京都中央区日本橋本町三丁目11番５号

株式会社キノファーマ
代表取締役 黒石 眞史

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 155,530
固 定 資 産 2,420
合 計 157,950

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 51,409
固 定 負 債 184,091
株 主 資 本 77,550
資 本 金 60,160
資 本 剰 余 金 150,551
資 本 準 備 金 60,160
その他資本剰余金 90,391
利 益 剰 余 金 288,261
その他利益剰余金 288,261
(うち当期純損失) (288,261)
合 計 157,950

第１期決算公告 令和７年４月３日
東京都豊島区南池袋２49７
株式会社ＢＯＤ ＰＯＷＥＲ

代表取締役 田中 大善
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資

産

の

部

流 動 資 産 51,045
固 定 資 産 3,860,150
繰 延 資 産 188
資 産 合 計 3,911,383

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 19,374
固 定 負 債 3,614,500
株 主 資 本 277,509
資 本 金 255,005
資 本 剰 余 金 254,995
資 本 準 備 金 254,995
利 益 剰 余 金 232,491
その他利益剰余金 232,491
(うち当期純損失) (232,491)

負債・純資産合計 3,911,383

第 47 期 決 算 公 告
令和７年３月 18 日
東京都千代田区岩本町三丁目1113
アイシーケイ株式会社
代表取締役社長 内山 喜禄

貸借対照表の要旨(令和６年12月20日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 8,257,935
固 定 資 産 1,633,284
合 計 9,891,219

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 4,876,976
固 定 負 債 1,003,129
株 主 資 本 4,011,114
資 本 金 50,000
利 益 剰 余 金 3,961,114
利 益 準 備 金 12,500
その他利益剰余金 3,948,614
(うち当期純利益) (433,854)
合 計 9,891,219

第 25 期 決 算 公 告
令和７年４月３日 東京都港区芝五丁目36番７号

三田ベルジュビル23Ｆ
株式会社ライブレボリューション

代表取締役 増永 寛之
貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 3,541,064 流 動 負 債 1,276,276
固 定 資 産 134,132 固 定 負 債 259,220
有形固定資産 22,525 負 債 合 計 1,535,496
投資その他の資産 111,606 株 主 資 本 2,139,700

資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 139,273
資 本 準 備 金 84,175
その他資本剰余金 55,098
利 益 剰 余 金 1,900,427
その他利益剰余金 1,900,427
純資産合計 2,139,700

資 産 合 計 3,675,197 負債・純資産合計 3,675,197
 当期純利益 414,360千円

第 72 期 決 算 公 告
令和７年４月３日 兵庫県神崎郡神河町比延48番地の１

兵庫クレー株式会社
代表取締役 藤後 裕司

貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部

流 動 資 産 2,661,794 流 動 負 債 1,073,158
固 定 資 産 709,649 賞 与 引 当 金 4,100
有形固定資産 359,153 固 定 負 債 254,507
無形固定資産 1,268 退職給付引当金 70,523
投資その他の資産 349,227 役員退職慰労引当金 183,984

株 主 資 本 2,030,961
資 本 金 25,000
利 益 剰 余 金 2,017,166
利 益 準 備 金 6,600
その他利益剰余金 2,010,566
(うち当期純利益) (42,074)
自 己 株 式 11,205
評価・換算差額等 12,817

資 産 合 計 3,371,443 負債・純資産合計 3,371,443

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

福
島
県
郡
山
市
安
積
一
丁
目
七
六
番

郡
山
生
コ
ン
須
賀
川
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

寿
一

第 12 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

福島県郡山市安積一丁目76番
郡山生コン須賀川株式会社

代表取締役 佐藤 寿一
貸借対照表の要旨(令和６年11月30日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 101,591
固 定 資 産 196,665
合 計 298,256

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 61,318
株 主 資 本 236,938
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 226,938
その他利益剰余金 226,938
(うち当期純利益) (37,752)
合 計 298,256

第 ７ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都中央区日本橋三丁目６番２号
日本橋フロント１Ｆ

誠品生活ＭＦ株式会社
代表取締役 吳 立傑

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 80,336
資 産 合 計 80,336

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 1,178
株 主 資 本 79,158
資 本 金 49,500
資 本 剰 余 金 49,500
資 本 準 備 金 49,500
利 益 剰 余 金 19,841
その他利益剰余金 19,841
(うち当期純損失) (2,287)

負債・純資産合計 80,336

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

福
島
県
郡
山
市
安
積
一
丁
目
七
六
番

強
梨
砕
石
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

寿
一

第 39 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

福島県郡山市安積一丁目76番
強梨砕石株式会社

代表取締役 佐藤 寿一
貸借対照表の要旨(令和６年11月30日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 148,562
固 定 資 産 118,148
合 計 266,710

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 41,800
固 定 負 債 33,955
株 主 資 本 190,955
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 180,955
利 益 準 備 金 2,600
その他利益剰余金 178,355
(うち当期純利益) (9,382)
合 計 266,710

第 54 期 決 算 公 告
令和７年３月 18 日

東京都江東区東雲二丁目11番15号
ブリヂストン建設タイヤ販売株式会社

代表取締役 仁保 滋
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 1,370,239
固 定 資 産 97,305
合 計 1,467,544

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 438,067
固 定 負 債 104,618
株 主 資 本 924,859
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 824,859
利 益 準 備 金 25,000
その他利益剰余金 799,859
(うち当期純利益) (117,439)
合 計 1,467,544

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



第 43 期決算公告 令和７年３月14日
東京都中央区京橋三丁目１番１号
東京スクエアガーデン22階

ブリヂストンビジネスサービス株式会社
代表取締役 若林 伸

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 836,208
固 定 資 産 134,339
合 計 970,547

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 514,402
固 定 負 債 149,633
株 主 資 本 306,512
資 本 金 90,000
利 益 剰 余 金 216,512
利 益 準 備 金 22,500
その他利益剰余金 194,012
(うち当期純利益) (114,534)
合 計 970,547

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

福
島
県
郡
山
市
安
積
一
丁
目
七
六
番

県
南
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

寿
一

第 36 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

福島県郡山市安積一丁目76番
県南生コンクリート株式会社

代表取締役 佐藤 寿一
貸借対照表の要旨(令和６年４月30日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 378,468
固 定 資 産 66,473
合 計 444,941

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 117,782
株 主 資 本 327,159
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 317,159
利 益 準 備 金 700
その他利益剰余金 316,459
(うち当期純利益) (63,902)
合 計 444,941

第 24 期 決 算 公 告
令和７年３月 26 日
東京都千代田区神田錦町二丁目２番１号
フロンティアカーボン株式会社

代表取締役社長 井口 貴裕
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 444,021
固 定 資 産 1,292
資 産 合 計 445,313

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 2,896
株 主 資 本 442,417
資 本 金 80,000
資 本 剰 余 金 20,000
資 本 準 備 金 20,000
利 益 剰 余 金 342,417
その他利益剰余金 342,417
(うち当期純利益) (19,290)

負債・純資産合計 445,313

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
一
億
一
千
六
百
万
円

減
少
し
、金
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と

お
り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
一
番
六
号

株
式
会
社
Ｋ
Ｓ
Ｆ
Ｒ
６

代
表
取
締
役

石
本

忠
次

第 ２ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都千代田区内幸町二丁目１番６号

株式会社ＫＳＦＲ６
代表取締役 石本 忠次

貸借対照表の要旨
(令和６年５月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 459,192
固 定 資 産 15,270,013
合 計 15,729,206

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 338,101
固 定 負 債 16,069,703
株 主 資 本 678,598
資 本 金 1,000
利 益 剰 余 金 679,598
その他利益剰余金 679,598
(うち当期純損失) (260,394)
合 計 15,729,206

第 ４ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内一丁目11番１号

パシフィックセンチュリープレイス丸の内
８階・13階

Advanced Clinical株式会社
代表取締役 西田 誠

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 24,981
固 定 資 産 12,384
合 計 37,365

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 96,896
株 主 資 本 59,531
資 本 金 1,000
利 益 剰 余 金 60,531
その他利益剰余金 60,531
(うち当期純損失) (31,392)
合 計 37,365

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社

は
な
ま
る
咲
か
せ
隊
（
住
所
島
根
県
江
津
市
松
川
町

上
津
井
八
四
番
地
）に
対
し
て
当
社
の
不
動
産
事
業
、

有
料
職
業
紹
介
事
業
、
観
光
業
、
農
業
、
漁
業
、
飲

食
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

当
社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
二
月

二
十
日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

島
根
県
江
津
市
松
川
町
上
津
井
九
三
番
地

は
な
ま
る
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳
原

大
作

第 ５ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

島根県江津市松川町上津井93番地
はなまるＪＡＰＡＮ株式会社
代表取締役 柳原 大作

貸借対照表の要旨
(令和６年９月30日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資

産

の

部

流 動 資 産 6,332
固 定 資 産 16,372
繰 延 資 産 246
合 計 22,952

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 14,032
固 定 負 債 47,011
株 主 資 本 38,091
資 本 金 8,000
利 益 剰 余 金 46,091
その他利益剰余金 46,091
(うち当期純損失) (15,896)
合 計 22,952

第 46 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都千代田区神田錦町一丁目14番地11

八千代管財株式会社
代表取締役 戸田 学

貸借対照表の要旨(令和６年10月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 81,018
固 定 資 産 126,624
合 計 207,643

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 36,813
固 定 負 債 62,033
株 主 資 本 108,797
資 本 金 20,000
利 益 剰 余 金 88,797
利 益 準 備 金 5,000
その他利益剰余金 83,797
(うち当期純利益) (26,877)
合 計 207,643

第 21 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

東京都港区西新橋三丁目５番２号
六本木セントラルレジデンス特定目的会社

取締役 安田 智之
損益計算書の要旨

自 令和６年11月１日
至 令和６年12月31日

(単位：千円)
科 目 金 額
営 業 収 益 77,897
営 業 費 用 10,675
営 業 利 益 67,223
経 常 利 益 67,223
税引前当期純利益 67,223
法人税、住民税及び
事業税 236

当 期 純 利 益 66,987

貸 借 対 照 表 の 要 旨
(令和６年12月31日現在) (単位：千円)

資 産 の 部 負債及び純資産の部
特 定 資 産 8,165,000流 動 負 債 5,361,573
その他の資産 256,103 負 債 合 計 5,361,573
流 動 資 産 234,300社 員 資 本 3,059,529
繰 延 資 産 21,802 特 定 資 本 金 1,480,100

優 先 資 本 金 1,419,000
剰 余 金 160,429
当期未処分利益 160,429
純資産合計 3,059,529

資 産 合 計 8,421,103負債・純資産合計 8,421,103

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



第 43 期 決 算 公 告
2025 年３月 28 日 東京都渋谷区渋谷三丁目３番２号

シンテゴンテクノロジー株式会社
代表取締役 ベアント・バーカイ 損益計算書の要旨

自 2024年１月１日
至 2024年12月31日

(単位：千円)
科 目 金 額
売 上 高 10,908,509
売 上 原 価 8,668,175
売 上 総 利 益 2,240,334
販売費及び一般管理
費 1,812,663
営 業 利 益 427,670
営 業 外 損 益 64,590
経 常 利 益 363,079
税引前当期純利益 363,079
法人税、住民税及び
事業税 112,075
当 期 純 利 益 251,004

貸借対照表の要旨 (2024年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 6,747,897流 動 負 債 4,088,938
固 定 資 産 402,781 賞 与 引 当 金 101,441

製品保証引当金 42,052
固 定 負 債 36,336
役員退職慰労引当金 23,813
株 主 資 本 3,025,404
資 本 金 1,100,000
資 本 剰 余 金 841,000
その他資本剰余金 841,000
利 益 剰 余 金 1,084,404
利 益 準 備 金 10,120
その他利益剰余金 1,074,284

資 産 合 計 7,150,678負債・純資産合計 7,150,678

第 11 期決算公告 令和７年４月３日
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号
丸の内トラストタワー本館23階
フュージョン資産マネジメント株式会社

代表取締役 矢口 真一
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 11,977,336
固 定 資 産 30,555
合 計 12,007,891

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 9,795,787
固 定 負 債 4,447
株 主 資 本 2,207,657
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 2,107,657
利 益 準 備 金 25,000
その他利益剰余金 2,082,657
(うち当期純利益) (637,150)
合 計 12,007,891

第 14 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都港区港南二丁目16番５号ＮＢＦ品川タワー

ペーパーロジック株式会社
代表取締役 横山 公一

損益計算書の要旨
自 令和６年１月１日
至 令和６年12月31日

(単位：千円)
科 目 金 額
売 上 高 160,678
売 上 原 価 84,762
売 上 総 利 益 75,915
販売費及び一般管理
費 167,886
営 業 損 失 91,970
営 業 外 収 益 9
営 業 外 費 用 8,543
経 常 損 失 100,503
税引前当期純損失 100,503
法人税、住民税及び
事業税 950

当 期 純 損 失 101,453

貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部

流 動 資 産 43,558流 動 負 債 278,013
固 定 資 産 102,739固 定 負 債 483,414

負 債 合 計 761,427
株 主 資 本 615,128
資 本 金 1,022,275
資 本 剰 余 金 911,975
資 本 準 備 金 911,975
利 益 剰 余 金 2,549,379
その他利益剰余金2,549,379
純資産合計 615,128

資 産 合 計 146,298負債・純資産合計 146,298

決算公告 令和７年４月３日
東京都渋谷区神宮前四丁目８番２号
イソップ・ジャパン株式会社
代表取締役 リアド・ジラス

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(百万円)

資
産
の
部
流 動 資 産 7,844
固 定 資 産 5,094
合 計 12,937

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 6,851
(賞与引当金) (209)
(有給休暇引当金) (60)
(その他の引当金) (190)
固 定 負 債 1,929
株 主 資 本 4,157
資 本 金 10
利 益 剰 余 金 4,147
その他利益剰余金 4,147
(うち当期純利益) (300)
合 計 12,937

第 17 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都港区赤坂二丁目10番５号
デロイトトーマツ赤坂インターナショナル株式会社内

ＲＷ加須特定目的会社
取締役 山﨑 亮雄

損益計算書の要旨
自 令和６年７月１日
至 令和７年１月16日

(単位：百万円)
科 目 金 額
営 業 収 益 8,278
営 業 費 用 4,209
営 業 利 益 4,069
営 業 外 収 益 0
営 業 外 費 用 2
経 常 利 益 4,067
税引前当期純利益 4,067
法人税、住民税及び
事業税 5

当 期 純 利 益 4,062
前期繰越損失 181
当期未処分利益 3,882

貸借対照表の要旨(令和７年１月16日現在)(単位：百万円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部
科 目 金 額 科 目 金 額
特定資産の部 374 流 動 負 債 278
投資その他の資産 374 負 債 合 計 278
その他の資産の部 3,801 社 員 資 本 3,897
流 動 資 産 3,801 特 定 資 本 金 5

優 先 資 本 金 10
剰 余 金 3,882
当期未処分利益 3,882
純資産合計 3,897

資 産 合 計 4,175 負債・純資産合計 4,175

第 11 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号

一般社団法人社会システム支援機構
代表理事 山本 亨

貸借対照表の要旨
(令和６年12月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 758
固 定 資 産 8,172,362
資 産 合 計 8,173,121

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70
負 債 合 計 70
基 金 8,175,362
利 益 剰 余 金 2,312
(うち当期純損失) (157)
純資産合計 8,173,051
負債・純資産合計 8,173,121

第 18 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都港区赤坂二丁目10番５号
デロイトトーマツ赤坂インターナショナル株式会社内

川越特定目的会社
取締役 山﨑 亮雄

損益計算書の要旨
自 令和６年７月１日
至 令和７年１月16日

(単位：百万円)
科 目 金 額
営 業 収 益 14,838
営 業 費 用 5,567
営 業 利 益 9,272
営 業 外 収 益 0
営 業 外 費 用 
経 常 利 益 9,272
税引前当期純利益 9,272
法人税、住民税及び
事業税 2

当 期 純 利 益 9,270
前期繰越利益 0
当期未処分利益 9,270

貸借対照表の要旨(令和７年１月16日現在)(単位：百万円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部
科 目 金 額 科 目 金 額
特 定 資 産 1,837 流 動 負 債 403
投資その他の資産 1,837 負 債 合 計 403
その他の資産 7,851 社 員 資 本 9,285
流 動 資 産 7,851 特 定 資 本 金 5

優 先 資 本 金 10
剰 余 金 9,270
当期未処分利益 9,270
純資産合計 9,285

資 産 合 計 9,688 負債・純資産合計 9,688

第 56 期決算公告 令和７年４月３日
北海道河東郡音更町字音更西２線17番地26

日農機株式会社
代表取締役 西原 規恭

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 3,590,345
固 定 資 産 604,318
資 産 合 計 4,194,663

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 1,170,992
(賞与引当金) (8,670)
固 定 負 債 23,235
(退職給付引当金) (20,000)
株 主 資 本 3,000,434
資 本 金 30,000
利 益 剰 余 金 2,970,434
利 益 準 備 金 7,500
その他利益剰余金 2,962,934
(うち当期純利益) (308,671)

負債・純資産合計 4,194,663

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



第 43 期決算公告 令和７年４月３日
北海道北広島市大曲工業団地２丁目
４番地６
株式会社エネルギーサプライ

代表取締役 梅村 卓司
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 191,888
固 定 資 産 483,688
合 計 675,576

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 152,585
固 定 負 債 277,576
株 主 資 本 245,414
資 本 金 80,000
利 益 剰 余 金 165,414
(その他利益剰余金) (165,414)
(うち当期純利益) (5,773)
合 計 675,576

第 18 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都港区赤坂二丁目10番５号
デロイトトーマツ赤坂インターナショナル株式会社内

ＲＷ千葉北特定目的会社
取締役 山﨑 亮雄

損益計算書の要旨
自 令和６年７月１日
至 令和７年１月16日

(単位：百万円)
科 目 金 額
営 業 収 益 11,026
営 業 費 用 4,733
営 業 利 益 6,293
営 業 外 収 益 0
営 業 外 費 用 
経 常 利 益 6,293
税引前当期純利益 6,293
法人税、住民税及び
事業税 2

当 期 純 利 益 6,291
前期繰越利益 0
当期未処分利益 6,291

貸借対照表の要旨(令和７年１月16日現在)(単位：百万円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部
科 目 金 額 科 目 金 額
特定資産の部 1,039 流 動 負 債 317
投資その他の資産 1,039 負 債 合 計 317
その他の資産の部 5,585 社 員 資 本 6,306
流 動 資 産 5,585 特 定 資 本 金 5

優 先 資 本 金 10
剰 余 金 6,291
当期未処分利益 6,291
純資産合計 6,306

資 産 合 計 6,624 負債・純資産合計 6,624

第 31 期決算公告 令和７年３月７日
札幌市中央区南１条西４丁目16番地

株式会社日本旅行北海道
代表取締役 清水 伸一

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,111,444
固 定 資 産 116,521
合 計 1,227,965

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 494,637
固 定 負 債 16,345
退職給付引当金 15,645
そ の 他 700
株 主 資 本 716,982
資 本 金 50,000
利 益 剰 余 金 666,982
利 益 準 備 金 12,303
その他利益剰余金 654,678
合 計 1,227,965

 当期純利益 13,086千円

第 ６ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
東京都港区赤坂二丁目10番５号
デロイトトーマツ赤坂インターナショナル株式会社内

ＥＳＲ幸浦３特定目的会社
取締役 山﨑 亮雄

損益計算書の要旨
自 令和６年１月１日
至 令和６年12月31日

(単位：百万円)
科 目 金 額
営 業 収 益 16,889
営 業 費 用 10,393
営 業 利 益 6,497
営 業 外 収 益 0
営 業 外 費 用 0
経 常 利 益 6,497
税引前当期純利益 6,497
法人税、住民税及び
事業税 11

当 期 純 利 益 6,486
前期繰越損失 718
当期未処分利益 5,768

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)(単位：百万円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 11,770 流 動 負 債 108

負 債 合 計 108
社 員 資 本 11,663
特 定 資 本 金 5
優 先 資 本 金 5,890
剰 余 金 5,768
当期未処分利益 5,768
純資産合計 11,663

資 産 合 計 11,770 負債・純資産合計 11,770

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務

全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
、
乙
及
び
丙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨

は
次
の
と
お
り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
文
京
区
湯
島
三
丁
目
一
四
番
九
号

（
甲
）
松
吉
医
科
器
械
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
田

英
樹

東
京
都
文
京
区
湯
島
三
丁
目
一
四
番
九
号

（
乙
）
株
式
会
社
松
吉
ビ
ジ
ネ
ス
・
ア
ソ
シ

エ
イ
ツ

代
表
取
締
役

吉
田

英
樹

東
京
都
文
京
区
湯
島
三
丁
目
一
四
番
九
号

（
丙
）
株
式
会
社
Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ｘ

代
表
取
締
役

吉
田

英
樹

第 91 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

東京都文京区湯島三丁目14番９号
松吉医科器械株式会社
代表取締役 吉田 英樹

貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 6,920,914 流 動 負 債 4,546,241
固 定 資 産 2,411,461 固 定 負 債 3,790,309
繰 延 資 産 82,710 株 主 資 本 1,078,536

資 本 金 10,000
資 本 剰 余 金 99,078
資 本 準 備 金 635
その他資本剰余金 98,442
利 益 剰 余 金 969,457
利 益 準 備 金 2,250
その他利益剰余金 967,207
(うち当期純利益) (66,573)

合 計 9,415,087 合 計 9,415,087

第 ９ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

東京都文京区湯島三丁目14番９号
株式会社松吉ビジネス・アソシエイツ

代表取締役 吉田 英樹
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 245,368
固 定 資 産 5,013
合 計 250,382

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 68,022
固 定 負 債 112,509
株 主 資 本 69,851
資 本 金 3,000
利 益 剰 余 金 66,851
その他利益剰余金 66,851
(うち当期純利益) (35,930)
合 計 250,382

第 ９ 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

東京都文京区湯島三丁目14番９号
株式会社ＣｏＣｏｍｅｄｉｘ

代表取締役 吉田 英樹
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 1,080,080
固 定 資 産 220,036
合 計 1,300,117

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 1,047,564
固 定 負 債 265,662
株 主 資 本 13,109
資 本 金 3,000
利 益 剰 余 金 16,109
その他利益剰余金 16,109
(うち当期純損失) (118,293)
合 計 1,300,117

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



第 21 期 決 算 公 告
2025 年４月３日 東京都港区虎ノ門二丁目６番１号

特定目的会社Ｂｒｙａｎ
取締役 長尾 誠

損益計算書の要旨
自 2024年１月１日
至 2024年12月31日

(単位：百万円)
科 目 金 額
営 業 収 益 1,036
営 業 費 用 1,120
営 業 損 失 84
営 業 外 収 益 2
経 常 損 失 81
税引前当期純損失 81
法人税、住民税及び
事業税 1

当 期 純 損 失 82

貸 借 対 照 表 の 要 旨
(2024年12月31日現在) (単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部
特 定 資 産 17,008 流 動 負 債 191
流 動 資 産 1,051 固 定 負 債 11,785
固 定 資 産 15,957 負 債 合 計 11,977
有形固定資産 15,931 純 資 産 の 部
投資その他の資産 26 社 員 資 本 5,507
その他の資産 476 特 定 資 本 金 1,152
流 動 資 産 476 優 先 資 本 金 4,438

剰 余 金 82
当期未処理損失 82
純資産合計 5,507

資 産 合 計 17,485 負債・純資産合計 17,485

第 13 期決算公告 令和７年３月21日

札幌市中央区南１条西４丁目16番地

北海道オプショナルツアーズ株式会社

代表取締役 清水 伸一
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 39,171
固 定 資 産 2,289
合 計 41,460

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 5,156
株 主 資 本 36,304
資 本 金 22,000
利 益 剰 余 金 14,304
その他利益剰余金 14,304
合 計 41,460

 当期純利益 3,722千円

第 58 期 決 算 公 告
2025 年４月３日

大分県大分市大字中ノ洲２番地
鶴崎共同動力株式会社

代表取締役社長 後藤 修一

損益計算書の要旨
自 2024年１月１日
至 2024年12月31日

(単位：百万円)
科 目 金 額
売 上 高 34,364
売 上 原 価 34,056
売 上 総 利 益 308
販売費及び一般管理
費 73

営 業 利 益 234
営 業 外 収 益 19
営 業 外 費 用 29
経 常 利 益 225
特 別 利 益 0
特 別 損 失 261
税引前当期純損失 36
法人税、住民税及び
事業税 9

法人税等調整額 24
当 期 純 損 失 21

貸 借 対 照 表 の 要 旨
(2024年12月31日現在) (単位：百万円)

資 産 の 部 負債及び純資産の部
流 動 資 産 7,635 流 動 負 債 12,270
固 定 資 産 8,493 (賞与引当金) (16)
有形固定資産 8,307 固 定 負 債 621
無形固定資産 2 (修繕引当金) (203)
投資その他の資産 184 負 債 合 計 12,890

株 主 資 本 3,238
資 本 金 2,985
利 益 剰 余 金 253
(その他利益剰余金) (253)
純資産合計 3,238

資 産 合 計 16,128 負債・純資産合計 16,128

第 13 期決算公告 令和７年３月21日

札幌市中央区南１条西４丁目16番地

株式会社あぐりツーリズムネット

代表取締役 山崎 紀史
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 19,762
固 定 資 産 9
合 計 19,772

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 400
株 主 資 本 19,371
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 9,371
その他利益剰余金 9,371
合 計 19,772

 当期純利益 438千円

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

東
京
都
北
区
中
里
一
丁
目
二
一
番
二
号
中
里

ビ
ル
一
Ｆ

（
甲
）
越
株
式
会
社

代
表
取
締
役

彭

越

東
京
都
北
区
滝
野
川
七
丁
目
三
八
番
一
三
号

ア
ー
バ
ン
・
ヒ
ル
ズ
谷
端
二
〇
五
号
室

（
乙
）
サ
ン
ラ
イ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

廖

麗

霞

第１期決算公告 令和７年４月３日
東京都北区中里一丁目21番２号
中里ビル１Ｆ

越株式会社
代表取締役 彭 越

貸借対照表の要旨(令和６年７月31日現在)
科 目 金 額(円)

資
産
の
部
流 動 資 産 5,466,362
資 産 合 計 5,466,362

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 252,680
負 債 合 計 252,680
株 主 資 本 5,213,682
資 本 金 5,000,000
利 益 剰 余 金 213,682
その他利益剰余金 213,682
(うち当期純利益) (213,682)
純資産合計 5,213,682
負債・純資産合計 5,466,362

第７期決算公告 令和７年４月３日
東京都北区滝野川七丁目38番13号
アーバン・ヒルズ谷端205号室

サンライン株式会社
代表取締役 廖 麗 霞

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,757,779
資 産 合 計 1,757,779

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 70,000
負 債 合 計 70,000
株 主 資 本 1,687,779
資 本 金 5,000,000
利 益 剰 余 金 3,312,221
その他利益剰余金 3,312,221
(うち当期純損失) (226,640)
純資産合計 1,687,779
負債・純資産合計 1,757,779

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

広
島
県
府
中
市
中
須
町
一
一
四
二
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
シ
ー
ビ
ー
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

金
只

昌
士

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
五
丁
目
一
六
番
四

三
号

（
乙
）
株
式
会
社
ハ
ー
モ
ニ
ー

代
表
取
締
役

金
只

昌
士

第 62 期 決 算 公 告
令和７年４月３日

広島県府中市中須町1142番地１
株式会社シービーホーム
代表取締役 金只 昌士

貸借対照表の要旨(令和６年８月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 105,921
固 定 資 産 161,011
合 計 266,932

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 32,771
固 定 負 債 154,734
株 主 資 本 79,427
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 71,864
利 益 準 備 金 1,000
その他利益剰余金 70,864
(うち当期純利益) (4,481)
自 己 株 式  2,437
合 計 266,932

第 25 期 決 算 公 告
令和７年４月３日
広島県福山市南蔵王町五丁目16番43号

株式会社ハーモニー
代表取締役 金只 昌士

貸借対照表の要旨
(令和６年８月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 13,926
固 定 資 産 787
合 計 14,714

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 5,303
固 定 負 債 27,216
株 主 資 本  17,804
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金  27,804
その他利益剰余金  27,804
(うち当期純利益) (2,519)
合 計 14,714

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



第 13 期決算公告 令和７年２月26日
茨城県つくば市東光台五丁目５番地４
株式会社
オーダーメードメディカルリサーチ

代表取締役 村上 康文
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 114,418
固 定 資 産 11,170
合 計 125,588

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 40,431
株 主 資 本 85,156
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 615,001
資 本 準 備 金 357,000
その他資本剰余金 258,001
利 益 剰 余 金 629,844
その他利益剰余金 629,844
(うち当期純損失) (610)
合 計 125,588

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
三
万
五
千
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
一
億
三
万
五
千
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
四
月
三
日

名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
一
丁
目
一
番
一
号
Ｊ

Ｐ
タ
ワ
ー
名
古
屋
二
一
Ｆ

Ｖ
Ｆ
Ｒ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田

和
平

第６期決算公告 令和７年４月３日
名古屋市中村区名駅一丁目１番１号

ＪＰタワー名古屋21Ｆ
ＶＦＲ株式会社

代表取締役 田 和平
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(円)
資
産
の
部
流 動 資 産 266,060,909
固 定 資 産 221,540,041
資 産 合 計 487,600,950

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 211,197,404
固 定 負 債 427,995,329
株 主 資 本 151,591,783
資 本 金 114,962,500
資 本 剰 余 金 114,962,500
資 本 準 備 金 114,962,500
利 益 剰 余 金 381,516,783
その他利益剰余金 381,516,783
(うち当期純損失) (372,405,275)

負債・純資産合計 487,600,950

第 39 期決算公告 令和７年３月18日
大阪市西区北堀江３丁目12番23号
三木産業ビル６階

ブリヂストンタイヤリサイクルセンター
大阪株式会社

代表取締役 岩本 慎
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 242,187
固 定 資 産 694,359
合 計 936,547

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 202,299
固 定 負 債 17,749
株 主 資 本 716,498
資 本 金 9,000
利 益 剰 余 金 707,498
利 益 準 備 金 11,649
その他利益剰余金 695,848
(うち当期純利益) (27,017)
合 計 936,547

第 21 期 決 算 公 告
令和７年４月３日 東京都港区六本木７７７
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社

代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン

損益計算書の要旨
自 令和６年１月１日
至 令和６年12月31日

(単位：百万円)
科 目 金 額
売 上 高 5,394
売 上 原 価 
売 上 総 利 益 5,394
販売費及び一般管理
費 749

営 業 利 益 4,645
営 業 外 収 益 268
営 業 外 費 用 298
経 常 利 益 4,615
特 別 利 益 7
特 別 損 失 2,639
税引前当期純利益 1,983
法人税、住民税及び
事業税 87
当 期 純 利 益 2,071

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)(単位：百万円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 917 流 動 負 債 51
固 定 資 産 23,288 賞 与 引 当 金 9
繰 延 資 産  固 定 負 債 10,580

退職給付引当金 51
株 主 資 本 13,187
資 本 金 4,510
利 益 剰 余 金 8,677
利 益 準 備 金 1,127
その他利益剰余金 7,550

評価・換算差額等 385
その他有価証券評価
差額金 385

資 産 合 計 24,206 負債・純資産合計 24,206

令和６年度決算公告
令和７年４月３日 仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の１

医療法人松田会
理事長 松田惠三郎

貸 借 対 照 表 の 要 旨
(令和６年12月31日現在) (単位：百万円)

資 産 の 部
科 目
流 動 資 産
固 定 資 産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産

資 産 合 計

金 額
4,427
6,795
5,878
85
831

11,223

負債及び純資産の部
科 目
流 動 負 債
賞 与 引 当 金
そ の 他
固 定 負 債
退職給付引当金
そ の 他
負 債 合 計
出 資 金
積 立 金
任 意 積 立 金
繰越利益積立金
評価・換算差額等
その他有価証券評価
差額金
純資産合計
負債・純資産合計

金 額
3,307
67

3,240
4,101
537
3,563
7,408
50

3,657
2,100
1,557
107

107

3,814
11,223

損 益 計 算 書 の 要 旨
自 令和６年１月１日
至 令和６年12月31日 (単位：百万円)

科 目
事 業 収 益
(うち本来業務)
(うち附帯業務)
事 業 費 用
(うち本来業務)
(うち附帯業務)
事 業 利 益
事 業 外 収 益
事 業 外 費 用

金 額
12,431
(10,635)
(1,796)
12,264
(10,717)
(1,546)
167
90
55

科 目
経 常 利 益
特 別 利 益
特 別 損 失
税引前当期純利益
法人税、住民税及び
事業税
法人税等調整額
当 期 純 利 益

金 額
202
4
0
206

59

10
157

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 
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